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康
照
前
必
十
に
お
け
る
ク
ヤ
ラ
・
新
満
洲
佐
領
の
移
住

松

浦

茂

は

じ

め

に

第

一
章
パ
ハ
イ
の
寧
古
塔
将
軍
就
任
と
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
水
系
の
透
民
組
織

第
二
章

康
隈
九
年
の
ク
ヤ
ラ
佐
領
編
成
と
そ
の
吉
林
移
住

第
三
一軍
康
照
十
三
年
に
お
け
る
新
満
洲
佐
領
の
編
成

第
四
章

新
満
洲
佐
領
の
移
住

む
す
び
に
か
え
て
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tま

じ

め

十
七
世
紀
後
牛
の
中
園
東
北
部
に
お
い
て
最
も
重
大
な
政
治
問
題
は
、
封
ロ
シ
ア
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
清
朝
は
そ
の

た
め
に
様
々
な
封
策
を
講
じ
た
が
、
中
で
も
重
要
な
の
は
康
照
九
年
と
十
三
年
に
ク
ヤ
ラ
佐
領
と
新
満
洲
佐
領
の
編
成
を
行
っ
た

こ
と

で
あ

る
。
ク
ヤ
ラ
佐
領
と
新
満
洲
佐
領
は
そ
の
後
東
北
各
地
の
要
衝
に
移
動
し
て
、
そ
の
ま
ま
定
住
化
し
て
い
っ
た
が
、
彼
ら
の
八
旗
編
入
と
大
移

動
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
清
の
北
方
政
策
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
族
形
成
の
問
題
を
考
え
る
上
で
非

常
に
大
切
な
意
義
を
も
っ
。

と
こ
ろ
で
ク
ヤ
ラ
佐
領
と
新
満
洲
佐
領
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
こ
こ
数
年
来
、
十
六
、
十
七
世

紀
に
お
け
る
満
洲
族
の
民
族
移
動
を
研
究
し
て
い
る
が
、
前
稿
で
は
こ
の
ク
ヤ
ラ
佐
領
と
新
満
洲
佐
領
の
編
成
に
関
し
て
、
簡
畢
で
は
あ
る
が



ハ
1
)

述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
史
料
は
従
来
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
解
決
で
き
な
い
ま
ま
に
残

し
た
課
題
や
追
求
で
き
な
く
て
犯
し
た
誤
り
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
幸
い
に
し
て
最
近
入
手
す
る
こ
と
の
で
き
た
中
圏
第
一
歴
史
槍
案
館
『
清

代
譜
牒
楼
案
』
(
内
閣
〉
(
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
)
の
第
三
十
八
巻
と
第
三
十
九
巻
に
は
、
東
北
地
匿
の
ク
ヤ
ラ
佐
領
と
新
潟
洲
佐
領
の
由
来
を
記
し

た
世
管
佐
領
執
照
と
輪
管
佐
領
執
照
を
牧
録
し
て
お
り
、
同
様
に
第
四
十
巻
と
第
四
十
八
巻
に
は
、
北
京
の
新
満
洲
佐
領
の
世
管
佐
領
執
照
を

(

2

)

 

載
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
槍
案
は
、
以
前
の
文
献
史
料
と
比
較
し
て
格
段
に
詳
細
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
は
近
年
中
園
に
お
い
て
、

(

3

)

 

清
代
東
北
の
流
人
に
閲
す
る
研
究
が
進
み
、

そ
の
中
か
ら
張
婿
彦
『
寧
古
塔
山
水
記
・
域
外
集
』

が
公
刊
さ
れ
て
容
易
に
そ
れ
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
私
自
身
も
一
九
八
九
年
に
中
園
に
お
い
て
、
幾
つ
か
の
未
刊
行
史
料
を
閲

ク
ヤ
ラ
佐
領
と
新
潟
洲
佐
領
に
つ
い
て
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

(
恰
爾
演
、

一
九
八
四
年
〉
等
の
流
人
の
著
作

賀
す
る
機
舎
を
得
た
。

こ
の
結
果
、

る
。
本
稿
で
は
十
七
世
紀
後
傘
の
北
方
情
勢
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
ま
ず
ク
ヤ
ラ
佐
領
と
新
満
洲
佐
領
が
編
成
さ
れ
た
扶
況
を
明
ら
か
に
し
、

次
に
こ
れ
ら
の
佐
領
が
各
地
に
移
動
し
た
そ
の
超
過
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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第
一
章

バ
ハ
イ
の
寧
古
塔
将
軍
就
任
と
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
水
系
の
遊
民
組
織

十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
前
牢
に
か
け
て
中
園
東
北
地
区
に
お
い
て
は
大
規
模
な
民
族
移
動
が
起
こ
り
、
人
口
の
大
牢
が
領
域
の
西
南
部

に
集
中
す
る
。
周
知
の
通
り
こ
れ
は
清
の
太
租
ヌ
ル
ハ
チ
が
、
東
北
地
匿
を
統
一
す
る
過
程
で
、
周
透
地
域
の
住
民
を
自
ら
の
居
城
近
く
に
強

制
移
住
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
現
象
で
あ
る
。
そ
の
後
を
縫
い
だ
太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
も
こ
の
徒
民
政
策
を
縫
承
し
、
さ
ら
に
遠
隔

地
の
少
数
民
族
を
内
地
に
徒
し
た
。
こ
う
し
て
太
宗
時
代
末
期
に
は
清
の
勢
力
は
松
花
江
下
流
域
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
、
さ
ら
に
は
烏
蘇

里
江
流
域
か
ら
沿
海
地
方
南
部
に
ま
で
抜
大
し
た
が
、
住
民
は
盛
京
(
渚
陽
〉

な
ど
の
西
南
部
地
域
に
移
動
し
て
し
ま
い
、

大
部
分
の
地
域
は

そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
。
清
朝
は
強
制
移
住
さ
せ
た
こ
れ
ら
の
少
数
民
族
を
、

み
な
佐
領
に
編
成
し
て
八
旗
に
組
織
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
周
縁
地
域
に
い
た
住
民
の
中
に
は
、
清
に
服
属
し
た
後
も
ひ
き
績
き
故
郷
に
留
ま
り
、
強
制
移
住
を
兎
れ
た
も
の
が
い
た
。
彼
ら
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(

4

)

 

は
旗
籍
か
ら
除
外
さ
れ
て
逸
民
と
呼
ば
れ
、
兵
役
が
な
い
か
わ
り
に
詔
皮
な
ど
の
毛
皮
を
準
貢
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
。
連
民
の
起
源
は
す

で
に
太
租
時
代
に
裂
し
て
い
る
が
、
制
度
と
し
て

一
般
化
す
る
の
は
太
宗
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
清
朝
日初
期
に
お
い
て
は
周
縁
地
域
か
ら
中
心
部
へ
と
人
口
の
移
動
が
起
こ
っ
た
が
、
清
は
軍
事
上
の
要
地
に
つ
い
て
は
、
八
旗
兵
を
置

い
て
進
境
防
衛
の
任
に
あ
た
ら
せ
た
。
寧
古
塔
(
黒
龍
江
省
寧
安
豚
)
に
お
い
て
も
八
旗
佐
領
が
駐
防
し
、
東
北
園
境
の
守
備
に
重
要
な
役
割
を

果
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
崇
徳
末
年
以
後
ロ
シ
ア
人
が
ア
ム
ー
ル
川
水
系
に
進
出
を
開
始
し
て
、
各
地
で
破
壊
と
掠
奪
を
繰
り
返
し
、
流
域
の

港
民
組
織
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
始
め
の
う
ち
は
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
い
た
清
も
、
や
が
て
寧
古
塔
の
八
旗
兵
を
繰
り
出
し
て
そ
れ
に

封
抗
す
る
。
順
治
九
年
三
六
五
二
)
二
月
に
寧
古
塔
章
京
海
色
は
二
千
人
像
り
の
部
隊
を
率
い
て
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
ボ
ロ
ン
湖
東
岸
に
あ

(

5

)

 

っ
た
烏
札
桂
村
に
お
い
て
ハ
パ
ロ
フ
ら
と
交
戦
す
る
が
、
か
え
っ
て
大
敗
を
喫
し
て
し
ま
っ
た
。
本
格
的
な
掃
討
作
戦
に
出
ょ
う
と
す
る
や
さ

き
の
敗
北
で
あ

っ
た
が
、
清
は
た
だ
ち
に
寧
古
塔
八
旗
の
再
建
に
と
り
か
か
り
、
七
月
に
は
海
色
に
代
え
て
梅
勤
草
京
シ
ャ
ル
フ
ダ
を
登
用
す

る
こ
と
に
し
た
。

績
い
て
十
年
五
月
に
は
シ
ャ
ル
フ
ダ
を
寧
古
塔
昂
邦
一
章
京
(
康
隈
元
年
寧
古
塔
将
軍
と
改
稽
〉
に
昇
格
さ
せ
、

(
6
)
 

権
限
を
興
え
て
い
る
。
シ
ャ
ル
フ
ダ
は
寧
古
塔
昂
邦
章
京
に
就
任
し
た
早
々
の
順
治
十
一
年
四
、
五
月
に
、
李
朝
の
援
軍
を
得
て
ス
テ
パ
ノ
フ

一
段
と
大
き
な

- 72ー

さ
ら
に
十
四
年
に
は
三
姓
(
黒
龍
江
省
依
蘭
豚
)
東
の
シ
ャ
ン
ギ
ャ
J

・
ウ
ェ
へ
(
白
石
〉

村
に
お
い
て
ロ
シ
ア
人
と
戦
っ
て
勝
利
を
牧
め
る
。
そ
れ
か
ら
十
五
年
六
月
に
は
再
び
李
朝
の
援
軍
を
借
り
て
ア
ム

ー
ル
川
下
流
域
で
激
し
く

ら
を
攻
撃
し
、

こ
れ
に
大
き
な
損
害
を
負
わ
せ
た
。

ロ
シ
ア
人
船
隊
を
壊
滅
さ
せ

ス
テ
パ
ノ
フ
を
戦
死
さ
せ
た
。

(

7

)

 

流
に
お
い
て
ロ
シ
ア
人
と
戦
い
勝
利
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
順
治
十
二
年
に
は
固
山
額
員
明
安
達
檀
も
、

ア
ム

ノレ

上

衝
突
し
て
、

シ
ャ
ル
フ
ダ
は
ロ
シ
ア
人
に
劃
し
て
積
極
的
な
攻
勢
を
し
か
け
る
一
方
で
、
流
域
の
住
民
を
ロ
シ
ア
人
の
掠
奪
か
ら
守
る
た
め
に
安
全
な
上

流
地
域
に
避
難
さ
せ
る
措
置
も
行
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
順
治
十
二
年
末
か
ら
十
三
年
初
め
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
ス
テ
パ
ノ
フ
ら
が
目

撃
し
た
事
寅
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

シ
ャ
ル
フ
ダ
は
松
花
江
下
流
か
ら
ア
ム

ー
ル
川
中
流
に
か
け
て
の
沿
岸
の
村
落
を
焼
き
排
っ
て
、
住
民
を

〈

8
)

ク
ル
ガ
川
(
牡
丹
江
)
に
強
制
移
住
さ
せ
た
と
い
う
。
中
園
の
記
録
は
こ
れ
に
つ
い
て
何
も
停
え
な
い
が
、

順
治
十
五
年
に
同
地
域
を
行
軍
し



た
李
朝
の
人
申
割
は
『
行
中
記
事
(
北
征
録
〉
』
六
月
七
日
の
僚
に
お
い
て
、

薬
沙
家
善

c
t
s
問
印
刷
俗
図
、
牡
丹
江
口
か
ら
下
流
七
、

八
日
程
の
距
離
に
あ
っ
た
村
)
以
下
江
に
沿
ひ
て
左
右
は
、
奮
時
村
落
相
ひ
績
く
。
賊
船

侵
掠
し
て
自
り
の
後
、
並
び
に
奔
鼠
を
な
し
、
今
み
な
丘
撞
な
り
と
云
々
。

(

9

)

 

と
松
花
江
下
流
地
域
か
ら
住
民
が
消
え
た
こ
と
を
記
す
。
こ
の
と
き
に
シ
ャ
ル
フ
ダ
が
移
住
さ
せ
た
住
民
の
範
圏
は
、

お
そ
ら
く
松
花
江
下
流

と
ア
ム
ー
ル
川
中
流
地
域
に
居
住
し
た
漫
民
、

し
か
も
そ
の
一
部
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。

た
だ
彼
ら
の
移
住
は
、
そ
の
後
ア
ム
ー
ル

川
中
流
域
の
溢
民
全
桂
を
ま
き
こ
ん
だ
民
族
移
動
に
ま
で
設
展
す
る
。
そ
の
先
騒
け
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
事
件
は
注
目
す
べ
き
必
要

が
あ
る
。

ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
に
射
す
る
擦
大
政
策
も
推
進
し
て
い
る
。
順
治
十
年
三
月
に
は
ゲ
イ
ケ
レ
姓
コ
リ
ハ
ら
を
波
遣

(

印

)

し
て
使
犬
部
の
十
姓
を
招
撫
さ
せ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
ら
十
姓
は
烏
蘇
里
江
口
よ
り
や
や
下
流
の
ア
ム
ー
ル
川
沿
岸
に
居
住
し
て
い

た
。
こ
の
と
き
を
境
に
し
て
、
清
の
勢
力
は
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
に
浸
透
し
始
め
る
。

シ
ャ
ル
フ
ダ
は
ま
た
、

(

日

〉

順
治
十
六
年
(
一
六
五
九
〉
正
月
に
シ
ャ
ル
フ
ダ
が
な
く
な
り
、
寧
古
塔
昂
邦
章
京
の
後
任
に
シ
ャ
ル
フ
ダ
の
子
バ
ハ
イ
が
任
命
さ
れ
た
。
ロ

-73一

シ
ア
人
は
ス
テ
パ
ノ
フ
の
死
後
も
依
然
と
し
て
ア
ム
ー
ル
流
域
で
活
動
を
績
け
て
い
た
か
ら
、
パ
ハ
イ
は
毎
年
八
旗
兵
を
出
し
て
警
戒
に
あ
た

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ロ
シ
ア
側
の
史
料
に
よ
る
と
、
順
治
十
五
年
か
ら
数
年
間
、
清
の
船
隊
が
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
を
偵
察
し
、
一
度
は

(

ロ

〉

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
出
て
ト
ゥ
グ
ル
湾
に
ま
で
達
し
た
と
レ
ぅ
。
他
方
清
側
の
記
録
と
し
て
は
、
臭
兆
懇
『
秋
筋
集
』
巻
七
雑
感
註
に
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

毎
歳
師
を
出
し
て
黒
斤
諸
部
を
成
る
。
七
月
中
、
河
氷
時
間
に
合
は
ん
と
す
る
に
至
り
て
、
乃
ち
蹄
る
。

(

臼

)

臭
兆
懇
が
寧
古
塔
に
流
さ
れ
て
い
た
時
期
は
、
順
治
十
六
年
か
ら
康
照
二
十
年
(
一
六
八
一
)
ま
で
の
聞
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
何
年
に
創
作
さ
れ

た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
註
自
鐙
は
康
照
初
め
頃
の
事
賞
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ヘ
ジ
ェ
ン
は
、
ア
ム
ー
ル
川
中
・
下
流
域
に
住
む
少
数
民
族
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で
あ
る
。
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ロ
シ
ア
人
と
た
び
た
び
衝
突
し
て
い
る
。
順
治
十
六
年
三
月
に
は
寧
古
塔
梅
勤
章
京
尼
鳴
里

ロ
シ
ア
人
と
戦
っ
て
こ
れ
を
破
っ
た
。
ま
た
翌
十
七
年
七
月
に
は
バ
ハ
イ
自
ら
が
兵
を
率
い
て
ア
ム
ー
ル
川
を
下
り
、
グ
フ
ァ
テ
ィ
ン

(
M
H
〉

村
附
近
に
お
い
て
ロ
シ
ア
人
の
残
黛
を
掃
討
し
、
彼
ら
の
船
と
武
器
を
捕
獲
す
る
。
康
照
三
年
に
な
っ
て
ロ
シ
ア
人
が
再
び
ア
ム
ー
ル
流
域
に

(
叩
M

)

進
出
す
る
と
、
パ
ハ
イ
は
同
年
五
月
に
黒
則
蘇
密
な
る
地
貼
で
こ
れ
を
大
破
し
た
。
こ
の
と
き
の
ロ
シ
ア
人
は
か
な
り
の
規
模
で
あ
っ
た
と
み

え
、
パ
ハ
イ
は
こ
の
戦
役
に
お
い
て
寧
古
塔
に
流
請
さ
れ
て
い
た
流
人
を
大
量
に
動
員
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
比
較
的
に
優
遇
さ
れ
て
い
た

(

日

)

知
識
人
ま
で
水
手
な
ど
の
名
目
で
掘
り
出
し
た
。
こ
う
し
て
パ
ハ
イ
は
ア
ム
ー
ル
川
中
・
下
流
域
を
カ
で
制
監
し
、

こ
の
間
清
軍
は
ア
ム
ー
ル
川
流
域
に
お
い
て
、

ら
が

ロ
シ
ア
人
を
ほ
ぼ
一
掃
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

軍
事
的
な
成
功
と
と
も
に
、

ル
川
川
口
附
近
に
い
た
フ
ィ
ヤ
カ
や
キ
レ
ル
の
中
に
も
、
清
朝
に
開
順
し
て
詔
皮
等
を
進
貢
す
る
も
の
が
現
れ
、
港
民
組
織
は
ア
ム
ー
ル
川
下

ハ
げ
)

流
地
域
に
お
い
て
確
貫
に
擁
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
順
治
末
か
ら
康
照
初
め
に
お
け
る
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
の
漫
民
組
織
を
調
べ
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
最
も
基
本
的
な
史
料
は
『
清
貧

ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
の
少
数
民
族
に
射
す
る
バ
ハ
イ
の
招
撫
政
策
も
着
貫
に
成
果
を
牧
め
た
。
遠
く
は
ア
ム

l

-75 -

録
』
で
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
そ
れ
は
漫
民
が
清
に
詔
皮
等
を
進
貢
し
た
事
責
を
記
す
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

ふ
れ
な
い
。

こ
れ
に
劃
し
て

『
清
代
中
俄
関
係
楼
案
史
料
選
編
』
第

一
編
〈
北
京
、

一
九
八
一
年
〉
所
引
の
瞳
科
史
書
(
第
一

J
六
貌
繕
案
、
順
治

十
年
三
月
〉
は
、
松
花
江
下
流
域
と
ア
ム
ー

ル
川
中
流
域
に
住
む
港
民
の
村
落
や
戸
数
ま
で
詳
細
に
記
録
し
て
お
り
、

『
清
貧
録
』
の
歓
を
十
分

に
補
う
。
そ
こ
で
南
者
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、

(

四

)

ハ
部
)
と
ク
ル
カ
の
二
集
圏
か
ら
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
フ
ル
ハ
系
の
逸
民
に
は
、

ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
水
系
の
逸
民
組
織
は
大
き
く
言
っ
て
、

フ
ル
ハ
(
松
花
江
、
黒
龍
江
フ
ル

メ
ル
ジ
ェ
レ

ト
ホ
ロ
(
ト
コ
ロ
〉
、
バ
ヤ
ラ

ケ
イ
ケ
レ

フ
シ
ハ
リ
、
ウ
ジ
ャ
ラ
、

へ
イ
(
ヒ
イ
ェ
)
、

ヌ
イ
ェ
レ
(
ル
イ
ェ
レ
)
、
科
爾
併
科
爾
な
ど
の
氏
族
(
姓
)
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
中
で
は
メ
ル
ジ
ェ

715 

し
た
。

レ
氏
族
が
強
力
で
あ
り
、
そ
の
名
は
ス
テ
パ
ノ
フ
の
記
録
に
も
見
え
る
。
メ
ル
ジ
ェ
レ
の
姓
長
キ
ャ
ン
ト
ヮ
リ
は
し
ば
し
ば
清
に
詔
皮
を
進
貢

フ
ル
ハ
系
の
港
民
は
大
種
、
松
花
江
下
流
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
中
流
に
か
け
て
の
両
岸
に
村
落
を
聞
い
て
生
活
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
ト
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ホ
ロ
姓
の
場
合
は

ク
ブ
チ
ャ
ラ

コ
ル
チ
、

メ
ル
テ
イ
、
グ
フ
ァ
テ
ィ
ン
な
ど
の
村
落
に
居
住
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
次
に
ク
ル
カ

系
の
逸
民
と
し
て
は
、
加
恰
揮
と
頼
達
庫
ら
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
一
時
熊
島
(
ア
ス
コ
リ
ド
島
)
に
擦
っ
て
反
凱
を
起
こ
し

た
が
、
崇
徳
四
年
三
六
三
九
)
に
清
に
降
っ
た
あ
と
は
沿
海
地
方
南
部
の
ヤ
ン
チ
ュ
地
方
に
徒
さ
れ
、
逸
民
と
な
っ
て
海
豹
皮
を
進
貢
し
て
い

(

山

口

)

た
。
そ
の
後
順
治
-初
め
頃
に
理
春
に
移
住
し
た
ら
し
い
。
グ
ル
カ
の
氏
族
名
と
し
て
は
、
こ
の
段
階
で
は
か
ろ
う
じ
て
ク
ヤ
ラ
の
名
が
わ
か
る

だ
け
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ク
ル
カ
の
名
は
や
が
て
史
上
か
ら
委
を
消
し
、

か
わ
っ
て
ク
ヤ
ラ
と
い
う
名
稽
が
現
れ

る
。
彼
ら
の
大
多
数
は
、
沿
海
地
方
の
南
部
地
域
と
烏
蘇
里
江
流
域
に
居
住
し
て
い
た
。

ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
水
系
に
お
い
て
は
、
嘗
時
フ
ル
ハ
(
松
花
江
、
黒
龍
江
フ
ル
ハ
部
)
と
ク
ル
カ
以
外
に
も
幾
つ
か
の
地
域
的
な
透
民
の
集
圏

が
存
在
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
『
清
貫
録
』
天
聴
九
年
正
月
丙
寅
の
僚
に
は
、
「
使
犬
部
落
索
瑛
科
」
が
黒
狐
皮
等
を
進
貢
し
た
と
い
う
。

グ
イ
ゲ

ν

デ

νν

『吉
林
依
蘭
将
士
山
』
人
物
門
に
よ
れ
ば
、
ソ
ソ
コ
な
る
人
物
は
菖
克
勤
姓
の
線
部
長
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
は
徳
新
村
に
居
住
し
て
い
た
。

(

初

)

デ
シ
ン
村
の
位
置
は
ま
だ
特
定
で
き
な
い
が
、
烏
蘇
里
江
口
近
く
の
ア
ム
ー
ル
沿
岸
に
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
に
射
し
て
瞳
科
史
書

ヨ

リ

ハ

(

勾

)

は
、
ソ
ソ
コ
の
孫
庫
力
甘
を
フ
ル
ハ
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
て
順
治
以
降
の
史
料
で
使
犬
部
と
言
え
ば
、

一
般
に
は
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
域
に
居

- 76ー

住
し
た
い
わ
ゆ
る
十
姓
を
指
す
が
、

ゲ
イ
ケ
レ
姓
は
こ
の
十
姓
の
中
に
は
含
ま
れ
な
い
。
さ
ら
に
使
犬
部
十
姓
が
清
に
初
め
て
朝
貢
し
た
と
き

に
、
清
の
使
者
と
し
て
十
姓
に
蹄
順
す
る
こ
と
を
説
得
に
行
っ
た
の
は
コ
リ
ハ
自
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
彼
ら
を
使
犬
部
と
考
え
る

「
四
姓
庫
里
恰
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
姓
と
は
、
ゲ
イ

こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
『
清
貫
録
」
康
照
二
年
三
月
壬
辰
の
候
に
は
、

姓ケ
をレ
言姓
うと
とと
考も
えに
ら牡
れ(丹
る22江
。)口

F付
近

つ
ま
り
の
ち
の
三
姓
に
移
住
し
た
フ
シ
ハ
リ
、

ヌ
イ
ェ
レ
の
二
姓
と
ヌ
イ
ェ
レ
姓
に
従
属
す
る
シ
ュ
ム
ル

彼
ら
の
移
住
が
三
姓
と
い
う
地
名
の
起
源
と
な
っ
た
こ
と
は
、

フ
シ
ハ
リ
以
下
の
三
姓

(

幻

〉

フ
ル
ハ
と
は
居
住
地
域
が
重
な
っ
て
い
る
。

周
知
の
通
り
で
あ
る
。

は
、
こ
の
時
期
に
は
烏
蘇
里
江
口
よ
り
少
し
上
流
の
ア
ム
ー
ル
川
沿
岸
に
住
ん
で
お
り
、

ま
た
四

姓
中
の
ゲ
イ
ケ
レ
と
ヌ
イ
ェ
レ
雨
姓
は

フ
ル
ハ
の
ケ
イ
ケ
レ
、

ヌ
イ
ェ
レ
姓
と
か
つ
て
同
族
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
に
劃
し
て
、

フ
シ
ハ

リ
姓
は
フ
ル
ハ
に
も
十
姓
に
も
同
姓
が
存
在
す
る
。
こ
れ
か
ら
コ
リ
ハ
ら
四
姓
は
、
本
来
は
フ
ル
ハ
と
も
十
姓
と
も
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
み



ら
れ
る
が
、

お
そ
ら
く
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
雨
者
か
ら
離
脱
し
て
濁
自
な
集
固
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
四
姓
よ
り
下
流
の
ア
ム
ー
ル
川
沿
岸
に
は
、
使
犬
部
十
姓
が
居
住
し
て
い
た
。
躍
科
史
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
十
姓
と
は
副
使
恰

'

ウ

ジ

ヤ

ラ

(

M

)

刷
、
呉
甲
刑
、
畢
見
達
斉
里
、
黒
士
ロ
格
勤
、
加
克
素
鹿
、
裏
印
刷
、
縛
各
築
、
徐
墨
並
勤
、
何
面
、
越
見
果
祭
の
各
姓
か
ら
な
っ
て
い
た
。
嘗

時
の
史
料
を
検
索
す
る
と
、

使
犬
部
と
い
う
名
稽
と
と
も
に
へ
ジ
ェ
(
ン
)
な
る
呼
稽
が
頻
出
す
る
。

『
清
貫
録
』

に
お
い
て
は
赫
哲
と
あ

『
秋
茄
集
』
と
呉
振
臣
『
寧
古
塔
紀
略
』
で
は
黒
斤
、
張
鱈
彦
『
寧
古
塔
山
水
記
』
と
張
責
『
白
雲
集
』
に
は
黒
筋
と
つ
く
る
が
、

同
音
異
詳
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、

み
な

り

ヘ
ジ
ェ
(
ン
)
は
フ
ル
ハ
と
は
異
な
る
習
俗
を
も
ち
、
解
髪
に
は
せ
ず
長
髪
の
ま
ま
で
、

(

お

)

グ
等
の
装
飾
品
を
身
に
つ
け
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
う
。

イ
ア
リ
ン

一
方
、
楊
賓
『
柳
遁
紀
略
』
巻
三
は
、

ア
ム
ー
ル
川
、
松
花
江
、
烏
蘇
里

江
の
三
河
が
合
流
す
る
附
近
に
は
不
剃
髪
黒
金
と
い
う
勢
力
が
あ
っ
て
、
彼
ら
は
使
犬
園
と
も
呼
ば
れ
全
部
で
十
数
姓
か
ら
な
っ
て
い
た
と
述

べ
る
。
不
剃
髪
黒
金
が
十
姓
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
十
姓
は
へ
ジ
ェ
(
ン
)
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
『
柳
漫
紀
略
』
は
十

姓
の
居
住
地
域
を
三
河
が
合
流
す
る
あ
た
り
と
す
る
が
、
彼
ら
を
招
撫
に
行
っ
た
コ
リ
ハ
ら
四
姓
が
烏
蘇
里
江
口
附
近
に
い
た
事
貫
か
ら
推
し

て
、
少
し
上
流
に
か
た
よ
り
す
ぎ
て
い
る
。

- 77ー

『
三
姓
副
都
統
衛
門
槍
案
』
に
見
え
る
よ
う
に
、
十
姓
は
嘗
時
も
や
は
り
、
大
瞳
烏
蘇
里
江
口
か

(

お

)

ら
キ
ジ
湖
ま
で
の
ア
ム
ー
ル
下
流
沿
岸
に
住
ん
で
い
た
と
考
え
て
ま
ち
が
い
な
い
。

さ
て
烏
蘇
里
江
流
域
に
も
、
地
域
的
な
勢
力
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
彼
ら
に
閲
し
て
は
零
細
な
史
料
し
か
残
っ
て
い
な
い

ヵ:

『
清
『
貫
録
』
に
お
い
て
、
順
治
末
か
ら
康
照
初
め
に
か
け
て
漫
民
の
準
貢
地
黙
が
北
京
か
ら
寧
古
塔
に
愛
更
に
な
っ
た
際
に
、

烏
蘇
里
江

流
域
の
集
圏
が
二
、
三
あ
が
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
『
清
貫
録
』
康
照
三
年
二
月
己

亥
の
僚
に
は
、
「
東
部
木
里
雅
連
頭
目
朱
木
藍
、
那
木
都
刑
頭
目
饗
必
那
、
郡
他
捌
頭
目
鈎
勤
甚
等
」
に
射
し
て
、
寧
古
搭
に
進
貢
す
る
よ
う

に
命
じ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
烏
蘇
里
江
流
域
に
居
住
し
た
漫
民
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
那
木
都
刑
は
、
ナ
ム
ド
ヮ
ル
氏
族
の
こ
と
で
あ
る
。
ナ
ム

(

幻

)

ド
ゥ
ル
は
絵
芽
や
理
春
な
ど
東
部
地
域
に
贋
く
分
布
し
た
が
、
そ
の
一
部
は
烏
蘇
里
江
流
域
に
も
贋
が
っ
て
お
り
、
ス
テ
パ
ノ
フ
も
ま
た
烏
蘇

(

お

)

里
江
の
ナ
ム
ド
?
ル
氏
族
か
ら
ヤ
サ
ク
を
徴
牧
し
て
い
る
。
実
必
那
ら
も
烏
蘇
里
江
流
域
に
い
た
と
み
ら
れ
る
。
祁
他
捌
は
キ
タ
ラ
姓
を
指

717 
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(
m
m
〉

す
。
鈎
勤
甚
は
後
述
す
る
新
潟
洲
佐
領
の
う
ち
の
ひ
と
り
ゲ
オ
ル
シ
ェ
ン
で
、
も
と
も
と
は
烏
蘇
里
江
の
オ
l

・
ホ
ン
ク
村
に
住
ん
で
い
た
。

こ
れ
に
劃
し
て
木
里
雅
連
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
漢
字
一
音
か
ら
類
推
す
る
と
、

『
柳
没
紀
略
』
巻
三
の
穆
連
連
に
あ
た
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
穆
連
連
は
、
木
倫
(
輪
)
つ
ま
り
烏
蘇
里
江
西
岸
の
支
流
穆
綾
河
が
語
源
で
あ
る
と
い
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
れ
ら
の
氏
族
が
烏
蘇
里
江

流
域
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次

に

『

清

貫

録

』

康

照

五

年

二

月

笑

酉

の

篠

に

は

、

ニ

マ

ン

(

現

大

ウ

ス

ル

カ

)

川

附
近
に
い
た
阿
思
虎
利
ら
六
姓
に
針
し
て
、
寧
古
塔
に
進
貢
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
六
姓
に
つ
い
て
は
ほ
か
に
情
報
は
な
い
が
、
潅
正
十

年
(
一
七
三
二
)
に
三
姓
佐
領
に
編
成
さ
れ
た
八
姓
〈
七
姓
と
も
い
う
)
の
人
び
と
が
そ
れ
に
一
該
首
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
八
姓
は
、
も

(
初
〉

一一
マ
ン
川
口
よ
り
や
や
下
流
に
位
置
す
る
烏
蘇
里
江
沿
岸
の
デ
ク
ダ
ン
ギ
村
等
に
住
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

清
が
烏
蘇
里
江
右
岸
の
支
流
ア
ク
リ
(
現
マ
リ
ノ
フ
カ
)

シ
γ
も
と
ア
ク
リ

第
二
章

康
照
九
年
の
ク
ヤ
ラ
佐
領
編
成
と
そ
の
吉
林
移
住

- 78ー

順
治
一
帝
の
後
を
嗣
い
だ
康
照
一
帝
は
ま
だ
八
歳
の
幼
少
で
あ
っ
た
の
で
、
即
位
嘗
初
は
四
人
の
輔
政
大
臣
を
た
て
て
政
治
に
あ
た
ら
せ
た
。
や

が
て
そ
の
中
か
ら
紫
奔
が
、
他
の
三
人
を
排
除
し
て
貫
権
を
ふ
る
い
始
め
る
。
成
長
し
た
康
照
一
帝
は
、
康
照
八
年
五
月
に
紫
奔
を
倒
し
て
自
ら

権
力
を
掌
握
し
、
こ
れ
以
後
名
貫
と
も
に
親
政
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
康
照
一
帝
は
先
朝
以
来
懸
案
と
な
っ
て
い
た
北
方
問
題
に
閲
し
て
、
ロ

シ
ア
と
直
接
の
交
渉
を
行
う
一
方
で
、
戦
争
は
避
け
ら
れ
な
い
と
見
て
北
溢
の
防
備
を
着
々
と
増
強
し
て
い
る
。

ア
ム
ー
ル
川
中
流
水
系
の
溢

民
を
康
照
九
年
と
十
三
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
八
旗
に
編
入
し
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
施
策
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
ず
本
一
章
で
は
ク
ヤ
ラ
佐
領

の
編
成
と
そ
の
後
の
移
駐
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

(

幻

)

康
照
三
年
以
降
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
に
お
い
て
は
一
時
的
に
戦
火
が
止
む
が
、
上
流
域
で
は
こ
の
聞
に
も
ロ
シ
ア
人
の
活
動
は
績
い
て
い

た
。
翌
四
年
に
官
憲
か
ら
追
わ
れ
た
チ
ェ
ル
ニ
ゴ
ア
ス
キ
ー
ら
が
ア
ル
パ
ジ
ン
(
雅
克
薩
)
を
占
援
し
て
か
ら
、

ロ
シ
ア
人
は
再
び
ア
ム
ー
ル
川

流
域
を
め
ざ
し
て
殺
到
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
八
年
秋
に
は
流
域
の
逸
民
に
匪
迫
を
加
え
た
の
で
、
清
朝
の
内
部
で
も
こ
れ
を
放
置
し
て



(

銘

〉

(

お

〉

お
く
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
早
く
も
七
月
に
は
寧
古
塔
周
遣
の
兵
力
を
ふ
や
す
こ
と
を
検
討
し
始
め
、
九
年
三
六
七
O
)
に
な
っ
て
大
規

模
な
新
佐
領
の
編
成
を
行
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
ク
ヤ
ラ
佐
領
で
あ
る
。
陳
儀
『
陳
皐
士
文
集
』
巻
十
薩
布
素
停
に
よ
れ
ば
、
寧
古
塔
将
軍

パ
ハ
イ
は
同
年
に
康
照
一
帝
の
詔
を
受
け
て
、
烏
蘇
里
江
流
域
の
「
瓜
爾
察
部
族
」
を
寧
古
塔
に
徒
し
た
と
い
う
。
瓜
繭
察
は

一
般
に
は
松
花
江

ク
ヤ
ラ
(
庫
雅
泣
〉
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
『
清
代
語
牒

(

斜

)

橋
案
』
を
見
る
と
、
バ
ハ
イ
は
こ
の
と
き
に
全
部
で
十
四
の
ク
ヤ
ラ
佐
領
を
組
織
し
た
と
い
う
。
表
1
中
の

ωか
ら

ωま
で
の
四
佐
領
は
、

『
清
代
譜
牒
槍
案
』
か
ら
拾
い
出
し
た
ク
ヤ
ラ
佐
領
の
一
部
で
あ
る
。

ωト
ニ
オ
ら
の
出
身
地
ヤ
ラ
ン
川
と

ωト
ゥ
ル
フ
ァ
チ
ャ
ら
の
故
郷
ヒ

ル
は
、
と
も
に
沿
海
地
方
の
南
部
に
あ
る
河
川
で
あ
る
。

ωネ
リ
オ
ら
の
出
身
地
ビ
ル
テ
ン
も
、
烏
蘇
里
江
流
域
か
ら
沿
海
地
方
に
か
け
て
存

中
流
域
に
居
住
し
て
お
り
、
烏
蘇
里
江
流
域
に
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は
正
し
く
は
、

在
し
た
地
名
と
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
『
吉
林
逼
志
』
巻
六
十
四
職
官
志
に
よ
れ
ば
、
康
照
九
年
に
士
口
林
烏
並
(
以
下
吉
林
と
稽
す
)
に
お
い
て
八
佐
領
が
設
置
さ
れ
た
と
い

い
、
そ
れ
を
表
に
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
中
で
表
2
の

ω托
紐
は
表
1
の

ωト
ニ
オ
に
、
同
じ
く
表
2
の

ω前
留
、

ω圃
勤
法
察

は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
1
の

ωネ
リ
ォ
、

ωト
ゥ
ル
フ
ァ
チ
ャ
に
該
嘗
す
る
。
ま
た
表
2
の
同
哩
悌
と
例
満
珠
那
は
、
康
照
初
め
に
清
朝
に
朝
貢
し

ハ
お
)

た
こ
と
の
あ
る
「
尼
腕
察
姓
頭
目
併
柳
」
と
、
「
呉
蘇
路
烏
捌
居
住
漏
朱
納
」
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
。
表
2
の
八
佐
領
は
、
ク
ヤ
ラ
佐
領
の

一
部
で
あ
る
。
た
だ
『
吉
林
通
志
』
が
こ
れ
ら
の
佐
領
を
九
年
嘗
時
か
ら
士
口
林
に
設
け
た
と
す
る
黙
は
、
正
確
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
ク
ヤ

ラ
佐
領
は
、
翌
十
年
に
な
っ
て
寧
古
塔
か
ら
吉
林
へ
移
動
す
る
か
ら
だ
。
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『
吉
林
通
志
』
は
寧
古
塔
を
経
由
し
た
事
買
を
省
略
し
て
、
佐
領
編

成
時
の
九
年
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
吉
林
佐
領
と
し
た
の
で
あ
る
。

『
吉
林
逼
志
』
の
こ
う
し
た
記
述
の
仕
方
は
、
後
述
す
る
新
満
洲
佐
領
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

『
清
代
譜
牒
槍
案
』
の
世
管
佐
領
執
照
等
に
よ
れ
ば
、
表
1
の

ωか
ら

ωま
で
の
ク
ヤ
ラ
佐
領
は
、

皮
か
江
瀬
皮
を
清
に
進
貢
し
て
お
り
、
ま
た
佐
領
に
任
用
さ
れ
た
ト
ニ
オ
ら
四
人
は
、

八
旗
に
組
織
さ
れ
る
以
前
に
は
み
な
詔

い
ず
れ
も
郷
長
(
岡
弘
吉
正
也
の
織
に
あ
っ
た
。

一
方

才19

『
吉
林
、通
志
』
に
お
い
て
は
、

八
人
の
ク
ヤ
ラ
佐
領
全
員
に
劃
し
て
「
哩
山
達
」
と
か
「
屯
長
」
と
か
格
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
と
も
に
郷
長
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Yaran }II源→環春 Bohori→吉林
一一一一一一一一一③

Bilten→霊主壁→吉林

烏蘇里地方→鍾亙→吉林

Hilu→亙巷→吉林

考備1也(移駐地)佳居姓

Yanja， r、limaca，Colhoro， 
Gejile， Hekile 

Kuyala， Fuca， Gioro 

Giyoocan， Nimaca 

Nimaca， Gejile， Sakda， 
Murcan 

考備地(移駐地)住居姓

烏蘇哩綴:?f→吉林庫雅位(Kuyala)

烏蘇哩雅蘭河源、→吉林部tLCYanja)

必勤特爾→吉林庫雅位(Kuyala)

烏蘇哩→吉林尼赫哩(Niohuru)

烏蘇哩絵芥→吉林尼務察(Nimaca)

興1客(輿凱湖)→吉林庫雅位(Kuyala)

?→吉林尼蒋察(Nimaca)

喜路→吉林尼務察(Nimaca)

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
貫
か
ら
明

ら
か
な
如
く
、
彼
ら
は
も
と
は
清
の
溢
民

で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
康
照
九
年
の
ク
ヤ
ラ

佐
領
は
、
烏
蘇
里
江
流
域
と
沿
海
地
方
南

部
の
遊
民
を
針
象
に
組
織
し
た
も
の
で
あ

る

「
清
代
譜
牒
槍
案
』
に
よ
る
と

ク
ヤ

ラ
佐
領
を
構
成
し
た
ク
ヤ
ラ
の
氏
族
は
次

の
ふ
た
つ
の
グ
ル

ー
プ
に
分
類
す
る
こ
と

A
U
 。。

が
で
き
る
。
第

一
は
ギ
オ
ロ

フ
チ

ャ

一
マ
チ
ャ

な
ど
の
氏
族
。
第
二
は
ク
ヤ

ゲ
ジ
レ

ヘ
キ
レ

ラ
、
ヤ
ン
ジ

ャ

ム

ル
チ
ャ

ン
な
ど
の
氏
族
。
前
者
の
氏
族
は

本
来
、

東
北
地
区
の
全
域
に
贋
く
分
布
し

た
の
に
封
し
て
後
者
は
烏
蘇
里
江
流
域
と

沿
海
地
方
南
部
だ
け
に
存
在
し
た
。
グ

ヤ

ラ
佐
領
は
、
こ
れ
ら
の
氏
族
が
幾
っ
か
復

合
し
て
形
成
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
世
管
佐
領
執
照
等
は
こ
の
時
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康照九年編成クヤラ佐領(Ii清代譜牒楢案』による〉

旗分|匿分| 佐 領 |醐 |貢納品|苧主
(1)正賞 クヤラ Tonio→Sibiyaka→Mergu→・.-(Sengboo) 郷長 紹皮 5273 戸丁

ー一一一一① ② 

(2)正紅 クヤラ Nerio→Elhun→Mujuhu→・・・(ErdeniJ 郷長 Z百皮 55丁

(3)鎌白 クヤラ Miyoocan→Tungsele→Subene-> (AshaJ 郷長 額皮

(4)鎌藍 クヤラ Tu!faca→Tetule→Dariha→ ・(Jusimhoo) 郷長 江獄皮 71丁

表 1

下線をヲ|いた人物は，佐領編成時の佐領である。
鈎括弧内の人物は，世管佐領(または輪管佐領)と認定された蛍時の佐領である。
下線を引いた地名は，佐領編成時に居住していた場所で、ある。
(以下同じ〉

①
②
③
 

註

康照九年編成吉林佐領(Ii吉林通志』醸官志による〉

旗分|匡分! 佐 領 |醐 !貢納品 !宇高
(1)鐘賞 浦吉那→・・・ 嘆〈郷山長逮) 

(2)正賞 托鎚→西畢雅E喜→莫爾固→.. 唄山達

(3)正紅 前留→額勤揮→穆珠胡→・.. 暖山達

(4)鎖白 怖克都哩→・・・ 屯(郷長長〉

(5)鎌紅 哩悌→・・・ 嘆山達

(6)鑓紅 ナL斯胡里→... 嘆山達

(7)鎌藍 満珠那→ ・・ E夏山逮

(8)鍾藍 園勤法察→特園勤→逮哩喰→・.. 日夏山逮

表 2

期
の
ク
ヤ
ラ
の
朕
況
に
閲
し
て
、
あ
る
重

要
な
事
責
を
明
ら
か
に
す
る
。
彼
ら
は
佐

領
に
編
成
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
清

朝
の
内
部
に
移
住
を
始
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
ト
ニ
オ
ら
五
十
三
丁
は
、

遅
く
と
も
康
照
二
年
ま
で
に
は
故
郷
の
ヤ

し tこラ
て移ン
い(住)11 
た36し流
。)て域

さおか
らりら
に、軍
トそ春
ウこ東
ノレか方
フらの
ア清ボ
チにホ
ヤ準リ
ら貢村

- 81ー

七
十
一
丁
は
、
佐
領
に
編
成
さ
れ
る
よ
り

も
前
に
ヒ
ル
地
方
か
ら
理
春
に
移
っ
て
い

(

幻

)

た
。
ミ
ョ

l
チ
ャ
ン
ら
も
も
と
も
と
は
烏

蘇
里
江
地
方
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
康
四
川

~38李
そ嘗
れ時
カミ は

ら綬
ネ芽
リ地
オ匡
らに
五居
十住
五し
丁て
も L、
九た

ち翁空
、.../1 ~1 

目Ij

す
で

寧
古
塔

移
住
し
て
し、

康
照
-初
め
頃
に
北
方
に
お
い
て
人
口
の

移
動
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
は
、

『
李
朝
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貫
録
』
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
頴
宗
六
年
(
康
照
四
年
)
前
後
に
清
は
、
環
春
に
徒
し
て
い
た
「
雲
海
島
」
出
身
の
号
知
介
た
ち
の
中
か
ら
遁

(
川
叫
〉

嘗
な
も
の
を
選
ん
で
寧
古
塔
に
移
住
さ
せ
た
と
い
う
。
彼
ら
は
前
述
し
た
加
恰
稗
ら
の
子
孫
で
あ
ろ
う
。

(
H
U
〉

さ
て
清
朝
は
康
照
九
年
に
寧
古
塔
に
集
め
た
ク
ヤ
ラ
佐
領
を
、
翌
年
に
は
さ
ら
に
吉
林
ま
で
移
動
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
ロ
シ
ア
と
の

戦
い
を
前
に
し
て
、
吉
林
の
軍
事
的
な
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
か
ら
、
バ
ハ
イ
は
康
照
十
年
に
ふ
た
り
い
た
寧
古
塔
副
都
統
の
う
ち
ア
ン
ジ

(

必

〉

ユ
フ
を
吉
林
に
移
駐
さ
せ
た
。
ア
ン
ジ
今
と
同
時
に
十
一
佐
領
、
七
百
名
も
ま
た
寧
古
塔
か
ら
吉
林
に
移
駐
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
も
と

(

必

)

内
河
地
方
に
居
住
し
た
タ
タ
ラ
姓
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ク
ヤ
ラ
佐
領
の
吉
林
移
住
は
、
ア
ン
ジ
ュ
フ
ら
の
移
駐
と
前
後
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
表
1
の

ωア
ス
ハ
(
ミ
ョ
l
チ
ャ
ン
〉
の
輪
管
佐
領
執
照
に
よ
れ
ば
、
ミ
ョ
l
チ
ャ
ン
ら
が
吉
林
に
進
駐
す
る
際
に
、
バ
ハ
イ
は
彼
ら

(

U

H

)

 

に
封
し
て
途
中
の
食
料
と
騨
車
を
支
給
し
た
と
い
う
。

第
三
章

康
照
十
三
年
に
お
け
る
新
満
洲
佐
領
の
編
成

- 82ー

康
照
一帝
は
、
康
照
十
年
(
一
六
七
一
〉
八
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
東
北
地
方
に
-
初
め
て
東
巡
し
て
い
る
。
そ
れ
は
表
む
き
盛
京
周
濯
に
あ
っ

た
租
陵
に
参
詣
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
以
外
に
緊
迫
す
る
北
惑
の
朕
況
を
じ
か
に
覗
察
す
る
こ
と
も
ま
た
、
目
的
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
康
照
一帝
は
十
月
三
日
(
辛
巳
)
と
十
四
日
(
壬
辰
〉
に
寧
古
塔
賂
軍
バ
ハ
イ
を
引
見
し
て
、
ア
ム
ー
ル
川
地
域
に
準
出
し

(

必

)

た
ロ
シ
ア
人
へ
の
針
策
と
と
も
に
、
流
域
に
住
む
少
数
民
族
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
康
照
一
帝
一
と
バ
ハ
イ
が
ど
こ
ま

で
つ
っ
こ
ん
だ
話
し
合
い
を
行
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
康
照
十
三
年
の
フ
ル
ハ
等
に
よ
る
新
満
洲
佐
領
の
編
成
は
、

こ
の
禽
見
が
そ
の
伏
線
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
現
在
黒
龍
江
省
富
裕
照
三
家
子
村
に
住
む
農
民
、
陶
氏
(
ト
ホ
ロ
氏
族
)
に
停
わ
る
家
譜
に
よ
る
と
、
陶
氏
の
先
祖
イ
カ
ン
ダ
ら
は
も
と

は
松
花
江
下
流
の
オ
キ
ャ
(
オ
l
キ
ャ
)
村
と
ガ
イ
ギ
ン
村
(
現
街
津
口
)
に
居
住
す
る
港
民
で
あ
っ
た
が
、
康
照
十
一
年
に
な
っ
て
新
繭
洲
佐
領

ハM
W
)

に
組
織
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
も
そ
も
彼
ら
は
新
編
成
さ
れ
た
十
四
佐
領
の
依
額
八
十
九
甲
に
補
充
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
バ
ハ
イ
の
剣
断



で
濁
立
し
た
一
佐
領
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
家
譜
で
は
こ
の
十
四
佐
領
に
閲
す
る
説
明
は
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
新
満
洲
佐
領
を
編
成

し
た
と
い
う
事
責
は
な
い
の
で
、
十
四
と
い
う
数
字
か
ら
見
て
、
吉
林
の
グ
ヤ
ラ
佐
領
と
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
の
ち
康
照
二
十
九
年
に

吉
林
駐
防
の
二
十
一
佐
領
が
黒
龍
江
方
面
に
移
駐
す
る
が
、
陶
氏
の
祖
先
も
そ
の
と
き
い
っ
し
ょ
に
移
住
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

つ
い
で
十
三
年
三
六
七
四
)
に
は
、
新
満
洲
四
十
佐
領
が
組
織
さ
れ
る
。
こ
の
四
十
と
い
う
数
字
は
一
度
に
編
成
さ
れ
た
佐
領
数
と
し
て
は

き
わ
め
て
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
。
同
年
寧
古
塔
賂
軍
バ
ハ
イ
は
、
「
兵
に
す
べ
き
民
を
選
ん
で
佐
領
を
組
織
さ
せ
、
佐
領
と
騒
騎
校
を
任
じ

五
月
二
十
一
日
に
章
京
と
八
旗
兵
を
率
い

て
次
第
に
(
内
地
に
〉
準
ま
せ
な
が
ら
敬
育
し
て
園
家
の
用
に
備
え
た
い
」
と
上
奏
し
て
許
さ
れ
、

(

U

)

 

四
千
丁
儀
り
を
四
十
の
新
満
洲
佐
領
に
編
成
し
た
。

て
「
ワ
ル
カ
部
」
の
も
と
に
出
か
け
、

『
清
代
譜
牒
槍
案
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
世
管
佐

領
執
照
を
検
討
し
て
、
次
の
十
七
佐
領
が
康
照
十
三
年
に
編
成
さ
れ
た
新
満
洲
佐
領
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
表
3
の

ωか
ら

ωま
で
と
帥

〈
川
叩
)

か
ら
帥
ま
で
の
佐
領
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
東
洋
文
庫
に
も
ま
た
、
新
満
洲
佐
領
の
世
管
佐
領
執
照
が
一
部
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
純
で
あ
る
。

他
方
『
士
口
林
通
志
』
職
官
志
と
『
錦
豚
志
』
〈
民
図
九
年
序
)
、
『
義
腕
志
』
(
民
図
二
十
年
〉
、
『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』
か
ら
新
満
洲
佐
領
を
す

べ
て
拾
い
あ
げ
る
と
、
表
4
と
表
5
の
よ
う
に
な
る
。
表
4
の
寧
古
塔
佐
領

ω科
勤
徳
、

ω投
車
、

ω瑚
恰
固
は
、
表
3
の

ωケ
ル
ゲ
、

ωテ

オ
チ
ェ
、

ωフ
ハ
ト
ゥ
に
そ
れ
ぞ
れ
一
該
賞
す
る
。
ま
た
表
4
の
吉
林
佐
領
制
塔
栢
、
制
克
紐
、
帥
珠
蘭
塔
、

ω車
持
株
紳
は
、
表
3
の

ωカ
パ

ィ
、
紛
ケ
ニ
オ
、
例
ジ
ュ
ラ
ン
夕
、
制
ゲ
オ
ル
シ
ェ
ン
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
な
お
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
佐
領
が
貫
際
に
士
口
林
と
寧

古
塔
に
移
動
す
る
の
は
、
康
照
十
五
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
吉
林
逼
志
』
職
官
志
が
そ
れ
を
十
三
年
と
す
る
の

は
、
ク
ヤ
ラ
佐
領
の
場
合
と
同
様
に
、
佐
領
が
形
成
さ
れ
た
時
貼
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
新
満
洲
四
十
佐
領
も
、
十
三
年
よ
り
以
前
は
謹
民
組
織
に
属
し
て
い
た
。
世
管
佐
領
執
照
等
に
よ
れ
ば
、
表
2
の
十
八

佐
領
は
か
つ
て
は
み
な
清
に
紹
皮
を
進
貢
し
て
い
た
し
、
ま
た
佐
領
に
任
用
さ
れ
た
人
物
は
す
べ
て
姓
長
?
と
曲
目
含
)
と
郷
長
の
職
に
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
刷
ゲ
オ
ル
シ
ェ
ン
は
『
清
貫
録
』
康
照
三
年
二
月
己
亥
の
僚
に
お
い
て
、
寧
古
塔
に
進
貢
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
郡
他
刑
頭

(

川

目

)

目
鈎
勤
甚
そ
の
人
で
あ
る
。
同
じ
く

ωテ
オ
チ
ェ
は
、
膿
科
史
書
に
見
え
る
ト
ホ

ロ
姓
の
頭
轍
に
あ
た
る
。
テ
オ
チ
ェ
も
首
時
は
、

過
民
組
織

- 83ー
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率いた |
丁数 | 姓 居 住 地(移駐地) |備考

a
 

TE--m

u

 

k

u

 

A
喝
a

F

-

-

a

u

 

陀

U

D

・何

回

h

d

l

i

k

m

引

M

Z

E

 

丁

・

丁

、ノ

T
J
1
1

、.，一

一

噌EA

V
穴

マ

'
Aリ

G

3

h

は

の合
U

4

J

A

H

V

司

d

R

U

15戸 t
IMeliere 45T I '''~'J 

Amida→三姓→寧古塔

Omin→Nooro地方→寧古塔

Oogin→三姓 Wadan→寧古塔

黒龍江口 IceSusu→三些 旦竺hoo. I康照十五年
Wengken→寧古塔 |濁立

86了 IUjala

68了 IKocoli.Nara 

Gaijin→寧古塔→吉林

Akuli地方→寧古J苓→吉林

町 |政 27'tzIJ1maci，|烏鯉地方→監壁→吉林

烏蘇里内 00Hongku→Hurga→吉林72了 IKitara，Sakciri 

115丁 It_1'___ _ 

<57了〉②jneye

101丁 iITokoro 
<52了>1
105T I IMelderi， Melj (73T) 11YJ.CIUt:1 J， JVJt:lJ 

80丁目iye，Ujala 

80了 ITokoro

く:;干>[Bayara 

Wengken地方→寧古塔→吉林
康照十五年
濁立

康照十五年
濁立

康照十五年

!濁立

Bijan地方→Lahu→吉林

Bijan地方→寧古塔→吉林

Lefu，松花江 Haran→..→盛京

康照十七，
Weken川 松花江 Deihen→→盛京I~八年頃濁

康照十五年
濁立

松花江 AolimiSusu→・・→盛京

戸
汀
戸
寸
戸
汀

duzun
司

/
v
f
U

唱

A
χ
K

4
M
M
3
U
4
H
h
 

ytJirhb176:ngkerel黒飽江包坐旦→寧古塔，吉林→北京

Meljere， Fuca 黒龍江→Manaha→HurhanTokso→寧
GuV:;alglya， Budara I古塔，吉林→北京 一一←ー

Tokoro 

Dabako Susu， Aoki→…→黒龍江
(→墨爾根→斉斉P合間)

32戸 ITokoro，Gioro 
77丁

l落木屯→寧古搭，吉林→盛京→北京
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表3 康照十三年編成新満洲佐領(~清代譜牒楢案』等による〉

旗 分 |区分 | 佐 領 |奮職|貢納品

(1)正紅 新満洲 Kelde→Enebu→Jahara→[Ekite) 郷長 S百皮

(2)正藍 新満洲 Teoce→Hurku→Kanio→[Tu吋 ariJ 姓長 S百皮

(3)鍍藍 新1繭洲 Huhatu→Anai→Yabgio→・・・[Lungboo) 郷長 書百皮

..・.. 圃・ 4・ -----ーー..・... ・ーー・・4・『・----------------晶圃圃圃圃圃圃 E・』ーー._.-・ーーーーーーーー_---------一一一一一一一一一一一一 一一・一 ・--------圃 ・----晶 圃圃圃圃司・-_..-

(4)鍍白 新潟洲 Eljio(Elju)・・・心edusen→Yongku→...(Jarsai)
① 

郷長 Z百皮

(5)正紅 新満洲 kabai→Iruya→Huwasan→[HanduJ 郷長 紹皮

(紛正紅 クヤラ TEe010→Nalbica→Teru→・・・[TungbeiJ 郷長 額皮

(7)銭白 新満洲 Jt巾 nta→Jilahu→[FadaJ 郷長 Z百皮

(8)鍍藍 新潟洲 Geolusen→Eidungku→Ahana→・・・[Nikan) 姓長 毒自皮

ーー..合併・ーー・ー・..ーーーーー----_..ー------‘F晶亭..・ーーーー-------------_...ーーーー・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・____._._---0-----ー・ー・・・・・・・4・--------._-

(9)正黄 新潟割HCalbisan.... Naona→Sobcon→…[Seltu) 姓長，
S百皮郷長

帥正白 新満洲 Imnece..Werhemu→Borkun→…[Duwadi) 郷郷長長， A皮

叫正藍 新潟洲 Hangko..・砂Ninggune→Jimsu→・・・[FabooJ 郷郷長長， 毒自皮

(ゆ正賞 新満洲 Soldon→Basili→Bildun→ υ[Asitu) 郷長

‘・.‘司'・・・ a・・"'--・... ー・・・・・・・・・ E・・・・ 一合』・----------------------------------・-------------------------ー -・----_....'ー・..ー..圃圃圃

帥鍛白 新潟訓iBaniokan....Yacuha→Jartai→・・・[Ulimboo) 郷郷長長， 若宮皮

ω鍍白 新満洲 Tahana ・司olonggo→Faktaka→一 [Kecio) 郷長 紹皮

帥鍍黄 新潟洲 J日 uka→Kisao→Januka→・・・[Saintu) 姓長

帥銀賞 新潟洲 Elju→Wario→Simtu→・・・[Otonggo) 郷長

制正白 新満洲 Kirnna→Baitangga→Arungga→[DumbaiJ 郷長

同銀白 新潟洲 Cimao→Durho→Dayuka→…[Kandai) 郷長 Z百皮

註①二重下線を引いた人物は，分離濁立したときの佐領である。

② く 〉内の丁数は，濁立したときの人数である。
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率いた丁数| 姓 考

孟 (Meljere)

陶 (Tohoro)

何 (Hiye)

孟 (Meljere)

莫勧哲爾 (Meljere)

何業 (Hiye)

奥ナLi立(Ujala)

閥紳哩 (Kocoli)

奇杜穆 (Kidumu)

突すLl'立 (Ujala)

湾国哩 (Kitara)

何業勃 (Hiye)

莫勤徳、里 (Melderi)

居住地(移駐地) I 備

阿木逮→寧古塔

臥密→寧古塔

熱金→寧古塔

黒穂江口→寧古塔 康照十五年濁立

博爾后→吉林

翁肯→吉林

...→吉林

街津→吉林

阿庫哩→吉林

烏蘇哩→吉林

西爾河→吉林

烏蘇哩務洪閥→吉林

-ー→吉林

-→吉林

康照十五年濁立

康照十五年濁立

姓叱
数
一
戸
汀
戸
汀
丁

B
V

一
d
唾

W
九

1
ム
川

u
n
u

市中
丁
一
6
2
3
U
8

口
同

一

納
一

貢

一
巴牙技 (Bayara)

赫葉 (Hiye)

赫葉 (Hiye)

冗札劇 (Ujala)

居 住 地(移駐地) I備考

木倫地方(西泣科)→…→錦州

宮子勃赫 (Sulhe)→寧古塔→…→錦j十|

白石 (SanggiyanWehe)→-→錦州

瓦丹 (Wadan)→…→吉林→義州

託潤羅(Tohoro) I西爾虎→ 一→義州
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表4 康照十三年編成新漏VH佐領(1"吉林通志』職官志による〉

旗分 |匡分 | 佐 領 |替 職 |貢納品

(1)正 紅 科勃徳→額前怖→:fL~合泣→・・ 1 郷長

(2)正 藍 {投車→瑚爾庫→略紐→・. 族(姓長長〉

(3)鍍 藍 瑚恰園→阿奈→~普久→・. . 郷長

-.-------_..__.. __.-- ・ーー ー-ーーー._------_..._._- ・・・ーーーーーー『・..・ 一一一一一一一一一-一4一.一 a一a・・・・..・ ーーーーーーー・ e・・圃圃圃圃 ーーーーーーーーーーー.

仏)鍍白 珠穆那略→徳都伸→永閥→・.. 郷長

(5)鑑賞 杭音量→・・・ 頃山達

(6)正賞 察勤碧山→・・・ 恰(姓頼長遼〉

(7)正白 永保

(8)正紅 略栢→依藤雅→花山→・・ 日裏山達

(9)正紅 克鐙→那勤碧察→特旅→・・ 暖山遼

(1Q鍍白 珠蘭塔→吉爾浩→法違→・.. 暖山達

ω鍍紅 尼克山→・・・ 暖山達

同銀藍 繕縁紳→額依通庫→阿恰那→... E夏山達

ーーーーーーーー・ー・ーーーーーーーー-------・ー・・・・・・・・・・・・・・E・-----ーー...‘・..・・・ -ー・・・・....

帥正賞 撹那→宮子博春→色爾園→... H夏山逮

帥正藍 寧武前→吉木野→併徳里→・..

表5 康照十三年編成新潟洲佐領(1"八旗満洲氏族遁譜』と地方志による〉

旗分 [区分 | 佐 領 |奮職

(1)銀賞 新満洲 都紐→阿隆阿→買京阿→・.. 屯(郷長長) 

(2)正賞 新満洲i 烏凌額→満逮→達達保→・..

(3)正賞 業rr満洲 郷那 (Noona)→頚達布 (Yandabu)→徳格 (Dege)→…

μ)正賓 新満洲 布克鱈 (Buktao)→…

(5)鍍紅 新潟洲 位西逮→泥什恰→依普九→・.. 里〈郷長長) 
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に
入
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
同
ジ
ャ
ヌ
カ
は
、

て
制
キ
ム
ナ
、
表
5
の

ω都
銀
、

ω烏
俊
額
ら
も
早
く
か
ら
清
朝
に
針
し
て
進
貢
し
て
い
た
。

い
た

「
世
代
(累
世
)
誠
を
験
し
貢
を
進
む
」

有
名
な
メ
ル
ジ
ェ
レ
氏
族
の
姓
長
キ
ャ
ン
ト
ゥ
リ
の
子
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
表
3
の
帥
エ
ル
ジ

『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』
と
『
八
旗
通
志
初

売ib拝、_，，-
a. 

の
四
人

ザっ
し、

て

と
治、

「
其
の
誠
を
稔
し
貢
を
進
む
る
こ
と
年
久
し
」
と
表
現
し
て
い

「清
代
譜
牒
槍
案
』
に

よ
る
と
、
バ
ハ
イ
は
ワ
ル
カ
部
の
土
地
に
出
か
け
て
住
民
を
八
旗
に
組
織
し
た
と
い
う
が
、

ワ
ル
カ
は
普
通
に
は
圃

何
江
(
豆
満
江
〉

北
部
地
域
の
住
民
を
指
す
。
だ
が
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
太
極
時
代
に
西
南
部
地
域
に
移
住
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
来
ワ

ル
カ
と
い
う
言
葉
は
め
っ
た
に
現
れ
な
く
な
る
。

ま
れ
に
ワ
ル
カ
を
使
う
場
合
が
あ
る
が
、

そ
の
と
き
は
大
鐙
フ
ル
ハ
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ

も
そ
の
例
で
あ
る
。
確
か
に
表
3
J
5
を
検
討
す
る
と
、
こ
れ
ら
新
満
洲
佐
領
の
大
字
は
、

フ
ル
ハ
系
の
遊
民
に
属
し
て
い
る
。
彼
ら
の
多
く

が
本
来
、
松
花
江
下
流
と
ア
ム
ー

ル
川
中
流
方
面
に
住
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
が
メ
ル

ジ
ェ
レ
、

ト
ホ
ロ
、
バ
ヤ
ラ
、

ウ
ジ
ャ
ラ
、

ヒ

- 88ー

イ
ェ
等
の
フ
ル
ハ
系
の
姓
を
稿
し
た
こ
と
な
ど
に
よ

っ
て
、
そ
れ
は
明
白
で
あ
る
。
た
だ
刷
ケ
ニ
オ
と
刷
ゲ
オ
ル
シ

占
ン
の
存
在
か
ら
も
わ
か

る
通
り
、
そ
の
中
に
は
ク
ヤ
ラ
や
烏
蘇
里
江
流
域
の
集
園
も
含
ま
れ
て
お
り
、
新
満
洲
佐
領
が
ア
ム
ー
ル
川
中
流
水
系
金
鐙
の
遜
民
を
封
象
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

(

日

)

将
軍
バ
ハ
イ
は
同
年
十
一
月
に
新
耐
洲
佐
領
四
十
名
を
率
い
て
上
京
し
、
康
照
一帝
に
謁
見
す
る
。
康
照
一帝
は
翌
年
正
月
に
パ
ハ
イ
以
下
新
満

洲
佐
領
に
射
し
、
様
々
な
恩
賞
を
興
え
た
。
十
三
年
五
月
か
ら
始
ま
っ
た
新
満
洲
佐
領
の
編
成
は
、
こ
こ
に

一
腰
完
了
し
た
。

さ
て
パ
ハ

イ
が
新
満
洲
佐
領
に
任
じ
た
も
の
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
し
に
も
と
の
姓
長
と
郷
長
で
あ
っ
た
。

ωハ
ン
ド
ヲ
(
カ
バ
イ
)
の
世
管
佐
領

執
照
に
よ
る
と
、
康
照
十
三
年
に
新
制
洲
佐
領
を
組
織
し
た
と
き
に
、
バ
ハ
イ
は
謹
民
の
姓
長
は
四
口
問
の
佐
領
に
、
郷
長
は
五
品
の
佐
領
に
任

(

臼

)

用
し
た
と
い
う
。
確
か
に
表
3
の
例
チ
ャ
ル
ビ
シ
ャ
ン
は
ヒ
イ
ェ
姓
の
姓
長
で
あ
っ
た
の
で
、
四
品
の
佐
領
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た

ωケ

(
臼
)

ル
デ
も
郷
長
か
ら
五
品
の
佐
領
に
あ
て
ら
れ
た
。
し
か
し
翌
年
に
は
こ
の
規
則
を
修
正
し
、

全
佐
領
を
そ
れ
ぞ
れ
一
口
問
ず
つ
上
げ
て
三
品
と
四

(

M

)

 

品
に
昇
格
さ
せ
た
が
、
も
し
そ
の
後
現
任
の
佐
領
に
異
動
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
後
任
の
佐
領
は
み
な
均
し
く
四
品
と
す
る
こ
と
に
し
た
。



十
三
年
に
八
旗
に
編
入
さ
れ
た
漫
民
の
姓
長
と
郷
長
の
大
多
数
が
佐
領
の
地
位
を
得
た
中
で
、
佐
領
よ
り
も
一
ラ
ン
ク
下
で
佐
領
に
従
属
す

る
犠
騎
校
に
し
か
任
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も
、
少
数
で
は
あ
る
が
存
在
し
た
。
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
彼
ら
は
、
自
ら
の
慮
遇
に
強
い
不
満
を

持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
競
騎
校
の
ニ
ン
グ
ネ
ら
は
、
現
在
の
佐
領
か
ら
離
脱
し
て
濁
自
の
佐
領
を
形
成
し
た
い
と
訴
え
た
。
彼
ら
の
願
い
は

(

日

)

認
め
ら
れ
て
、
康
照
十
五
年
に
四
十
佐
領
の
中
か
ら
十
二
佐
領
が
新
た
に
分
離
、
濁
立
す
る
。
表
3
の

ω-一
ン
グ
ネ
ら
は
、
こ
の
と
き
に
ハ
ン

コ
の
佐
領
か
ら
濁
立
し
た
。
同
様
に
例
ナ
オ
ナ
、

M
W
ウ
ェ
ル
ヘ
ム
、
そ
れ
か
ら

ωデ
ド
ヮ
シ
ェ
ン
、
帥
ト
ロ
ン
ゴ
、
帥
キ
シ
ャ
オ
も
、
そ
れ
ぞ

れ
新
佐
領
を
形
成
し
て
い
る
。
要
す
る
に
康
照
十
三
年
と
十
五
年
に
、
全
部
で
五
十
二
の
新
潟
洲
佐
領
が
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章

新
潟
洲
佐
領
の
移
住

(

同

)

ク
ヤ
ラ
と
同
じ
よ
う
に
、
八
旗
に
編
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
三
姓
や
寧
古
塔
方
面
に
移
動
を
始
め
て
い
た
。
こ
の

離
に
つ
い
て
世
管
佐
領
執
照
は
明
白
に
述
べ
る
。
ま
ず
三
姓
周
溢
に
移
住
し
て
い
た
も
の
の
例
と
し
て
は
、
表
3
の
寧
古
塔
佐
領

ω、
ω、
ω

(

町

)

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
ル
デ
ら
は
も
と
ア
ミ
ダ
村
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
康
照
十
三
年
の
佐
領
編
成
時
に
は
三
姓
に
住
ん
で
い
た
し
、

(
回
〉

ま
た
フ
ハ
ト
ゥ
ら
も
早
い
時
期
に
、
松
花
江
下
流
の
オ
l
ギ
ン
(
オ
l
キ
ャ
)
地
方
か
ら
三
姓
近
傍
の
ワ
ダ
ン
村
ま
で
移
住
し
て
い
た
。
そ
れ
か

ら
デ
ド
ゥ
シ
ェ
ン
ら
四
十
五
丁
は
松
花
江
下
流
域
に
あ
っ
た
イ
チ
ェ
・
ス
ス
村
の
出
身
で
あ
る
が
、
十
三
年
嘗
時
は
三
姓
周
迭
の
ブ
ル
ホ
l
村

(

臼

)

と
ウ
ェ
ン
ケ
ン
川
(
倭
肯
河
〉
流
域
に
移
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
制
エ
ル
ジ
ュ
ら
も
、
早
く
か
ら
三
姓
附
近
に
移
動
し
て
い
る
。
そ
の
世
管
佐
領
執

照
に
よ
れ
ば
、

新
満
洲
佐
領
の
大
多
数
は
、

← 89ー

ワ
リ
オ
の
父
ヒ
ル
フ
ワ
ン
は
百
二
十
七
丁
を
率
い
て
故
郷
の
黒
龍
江
か
ら
三
姓
東
の
マ
ナ
ハ
村
に
到
り
、
郷
長
の
地
位
を
興
え

ヒ
ル
フ
ワ
ン
が
病
残
し
た
後
、
お
い
の
エ
ル
ジ
十
が
郷
長
を
縫
い
だ
が
、

(

印

)

そ
こ
で
新
満
洲
佐
領
に
入
っ
た
と
い
う
。

エ
ル
ジ
ュ
ら
は
再
び
フ
ル
ハ
ン
・
ト
ク
ソ
村
に
移
住
し
、

フ
ル
ハ
ン
・
ト
ク
ソ
村
は
三
姓
附
近
の
村
名
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
吉
林
佐
領
制
ゲ
オ
ル
シ
ェ
ン

ら
も
、
三
姓
へ
移
動
し
て
い
た
集
圏
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ゲ
オ
ル
シ
ェ
ン
は
清
朝
に
進
貢
し
た
康
照
三
年
以
後
の
あ
る
時
期
に
、
七
十
二
丁
と

(

臼

)

と
も
に
烏
蘇
里
江
の
オ
1

・
ホ
ン
ク
村
か
ら
フ
ル
ガ
へ
と
移
住
し
て
い
る
。

ら
れ
た
。
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次
に
康
照
十
三
年
以
前
に
寧
古
塔
方
面
に
移
住
し
て
い
た
新
満
洲
の
例
と
し
て
は
、
吉
林
佐
領
の

ω、
ω、
明
、
刷
、
帥
、
帥
を
あ
げ
る
こ

〈

臼

)

と
が
で
き
る
。
ヵ
バ
イ
ら
は
故
郷
の
ガ
イ
ジ
ン
(
ガ
イ
ギ
ン
〉
村
か
ら
寧
古
塔
に
進
み
、
佐
領
編
成
時
に
は
寧
古
塔
に
居
住
し
て
い
た
。
さ
ら

に
ク
ヤ
ラ
の
ケ
品
オ
ら
は
ア
ク
リ
川
流
域
か
ら
、
同
じ
く
ジ
品
ラ
ン
タ
ら
百
二
十
五
丁
は
烏
蘇
里
江
地
方
か
ら
、
ナ
オ
ナ
ら
は
三
姓
東
の
ウ

占

ン
ケ
ン
地
方
か
ら
、
そ
し
て

一
ン
グ
ネ
ら
百
五
丁
は
ア
ム

ー
ル
中
流
北
岸
の
支
流
ビ
ジ
ャ
ン
川
附
近
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
寧
古
塔
に
移
動
し
て
き

(

臼

〉

〈

臼

)

た
。
そ
れ
か
ら
ウ
ェ
ル
へ
ム
ら
百
一
丁
は
佐
領
に
編
成
さ
れ
る
以
前
に
、
ピ
ジ
ャ
ン
川
か
ら
ラ
フ
に
移

っ
て

い
る
。
こ
の
ラ
フ
と
は
、
寧
安
の

北
に
位
置
し
て
牡
丹
江
と
海
浪
河
が
合
流
す
る
附
近
に
あ
る
投
古
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

康
照
初
め
頃
に
寧
古
塔
周
迭
に
遊
民
が
移
住
を
始
め
て
い
た
事
買
は
、
寧
古
塔
に
流
請
さ
れ
た
流
人
た
ち
の
著
書
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が

(

筋

)

:

ジ

寧
古
塔
醤
城
の
南
東
に
あ
っ
た
交
羅
(
究
出維
)
村
中
に
「
烏
練
」
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
を

で
会
』
る
。

張
箱
彦
『
域
外
集
』
三
孝
義
俸
に
は

述
べ
る
。
こ
の
烏
材
料
は
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
水
系
の
遊
民
を
言
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
康
照
九
年
か
ら
十
二
年
ま
で
寧
古
塔
に
流
さ
れ
て
い

た
張
賞
の

『
白
雲
集
』
巻
七
寧
古
蓋
新
城
記
に
も
「
阿
磯
、
魚
皮
、
黒
筋
、
赤
惇
諸
族
」
を
近
頃
従
し
て
内
附
さ
せ
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
う

ら
ん
で
故
郷
に
戻
り
た
が
っ
て
い
る
と
記
す
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
ア
ム
ー
ル
川
中
、
下
流
域
の
少
数
民
族
で
あ
る
。

三
姓
と
寧
古
塔
以
外
の
土
地
に
移
っ
た
佐
領
と
し
て
は
、

ωテ
オ
チ
ェ
ら
の
場
合
を
あ
げ
ら
れ
る
。
テ
オ
チ
ェ
ら
は
オ
ミ
ン
地
方
か
ら
烏
蘇

(
以
W

)

里
江
西
岸
の
支
流
揚
力
河
流
域
に
至
り
、
そ
こ
で
新
満
洲
佐
領
に
編
成
さ
れ
た
。

- 90ー

と
こ
ろ
で
清
朝
は
康
照
十
二
年
に
中
園
南
部
に
お
い
て
始
ま
っ
た
三
藩
の
乱
に
射
し
て
、
東
北
地
方
の
兵
力
を
割
い
て
臨
応
援
に
行
か
せ
た
の

で
、
北
方
に
針
す
る
防
備
は
自
然
と
手
薄
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
康
照
十
四
年
三
月
に
チ
ャ
ハ
ル
部
の
ブ
ル
ニ
親
王
が
清
に
反
飢
を

(

町

)

企
て
、
東
北
地
方
に
迫
る
気
配
を
見
せ
た
。
吉
林
副
都
統
ア
ン
ジ
ュ
フ
は
、
残
っ
た
老
弱
の
兵
な
ど
に
急
ぎ
訓
練
を
施
し
て
こ
れ
に
備
え
た
と

(

印

〉

(

的

〉

い
う
。
他
方
寧
古
塔
に
お
い
て
も
、
域
内
の
住
民
を
み
な
必
見
汀
(
鏡
泊
湖
)
ま
で
避
難
さ
せ
た
。
ブ

ル
ニ
の
反
蹴
を
通
し
て
、
バ
ハ
イ
は
東
北

に
お
け
る
八
旗
兵
力
の
再
編
成
を
行
う
必
要
を
痛
感
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
早
速
ジ
ャ
ヌ
カ
ら
新
満
洲
佐
領
を
寧
古
塔
に
徒
す
こ
と
を
奏
請
す

る
。
こ
う
し
て
大
規
模
な
新
満
洲
佐
領
の
移
住
を
断
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
翌
十
五
年
か
ら
始
ま
っ
て
、
三
十
年
代
ま
で
績
く
。
そ



し
て
彼
ら
の
足
跡
は
寧
古
塔
、
吉
林
か
ら
遠
く
盛
京
や
北
京
、
さ
ら
に
は
黒
龍
江
地
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
最
初
に
十
五
年
の
移
住

開
始
か
ら
説
明
し
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
新
満
洲
の
多
く
が
佐
領
の
編
成
以
前
か
ら
す
で
に
三
姓
と
寧
古
塔
に
移
っ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
三
姓
周
漫
に
い
た
新

ま
ず
寧
古
塔
に
移
動
を
始
め
た
。
こ
れ
が
大
移
動
の
護
端
と
な
る
。
『
陳
皐
士
文
集
』
薩
布
素
俸
に
よ
る
と
、
同
年
に
東
部
新

満
洲
二
千
戸
飴
り
を
寧
古
塔
に
徒
し
た
と
い
う
。
そ
の
中
に
は
「
王
欽
部
」
の
二
百
戸
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
王
欽
部
は
ウ
ェ
シ
ケ
ン
川
附
近

(
m
N
)
 

の
住
民
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
薩
布
素
俸
に
言
う
東
部
新
満
洲
は
、
三
姓
附
近
に
い
た
新
満
洲
佐
領
の
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
表
3
の
帥
ジ
ャ

(

礼

)

ヌ
カ
と
帥
エ
ル
ジ
ュ
の
雨
佐
領
は
、
十
五
年
に
三
姓
方
面
か
ら
寧
古
塔
に
移
住
し
て
い
る
し
、
ま
た
彼
ら
に
従
属
し
て
い
た
帥
キ
シ
ャ
オ
と

ω

(η
〉

デ
ド
ウ
シ
ェ
ン
ら
も
い
っ
し
ょ
に
寧
古
塔
に
入
り
、
そ
の
際
に
濁
自
の
佐
領
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
寧
古
塔
佐
領
の

ωケ
ル
デ
と

ωフ

ハ
ト
ゥ
、
さ
ら
に
士
口
林
佐
領
の
的
ゲ
オ
ル
シ
ェ
ン
ら
も
こ
の
と
き
と
も
に
寧
古
塔
に
移
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
彼
ら
の
移
住
は
、

十
五
年
の
い
つ
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
吉
林
逼
士
山
』
巻
八
十
七
安
珠
瑚
停
所
引
安
賂
軍
行
朕
に
は
、
寧
古
塔
賂
軍
パ
ハ
イ
は
新
満
洲

佐
領
を
寧
古
塔
に
徒
す
に
先
だ
ち
、
ク
ヤ
ラ
佐
領
の
吉
林
移
駐
を
直
接
に
指
揮
し
た
吉
林
副
都
統
ア
ン
ジ
L

フ
の
経
験
を
買
っ
て
、
彼
を
再
び

(

m
川
〉

寧
古
塔
副
都
統
に
調
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
同
書
巻
六
十
二
職
官
志
に
よ
れ
ば
、
ア
ン
ジ
今
が
寧
古
塔
副
都
統
に
再
任
さ
れ
た
の
は
、
十
五

年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
新
満
洲
佐
領
が
寧
古
塔
に
移
っ
た
の
は
、
こ
の
前
後
と
み
ら
れ
る
。

満
洲
佐
領
が
、

- 91ー

と
こ
ろ
が
寧
古
塔
に
入
っ
た
新
潟
洲
佐
領
の
大
半
は
、
す
ぐ
に
吉
林
に
移
動
し
て
し
ま
う
。
三
姓
か
ら
寧
古
塔
へ
と
向
か
っ
た
移
動
を
第
一

波
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
第
二
波
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
将
軍
パ
ハ
イ
が
吉
林
に
移
駐
し
た
十
五
年
春
と
見
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
記
す
史
料
は
な
い
。
か
え
っ
て
『
八
旗
逼
志
初
集
』
巻
二
十
七
兵
制
志
に
は
、
吉
林
に
お
い
て
康
照
十
六
年
に
苦

ヤ

ヲ雅
並
兵
六
百
名
、
新
満
洲
丘
二
千
二
百
二
十
一
名
を
増
員
し
た
と
あ
り
、
『
欽
定
盛
京
逼
士
山
』
(
乾
隆
元
年
序
〉
巻
十
九
職
官
志
に
も
、
吉
林
で

十
六
年
に
新
満
洲
佐
領
と
同
醸
騎
校
を
各
二
十
六
名
ず
つ
増
額
し
た
と
し
、
新
満
洲
た
ち
が
吉
林
に
移
動
し
た
の
は
貫
は
十
六
年
で
あ
っ
た
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
こ
で
表
3
の
新
満
洲
佐
領
を
見
て
み
る
と
、
十
五
年
に
三
姓
方
面
か
ら
寧
古
塔
に
移
っ
た
ジ
ャ
ヌ
カ
と
エ
ル
ジ
ュ
な
ど
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は
、
そ
の
後
ま
た
吉
林
へ
と
移
動
し
て
い
る
。
そ
の
際
こ
れ
ら
の
佐
領
が
寧
古
塔
に
到
着
し
た
あ
と
、

た
だ
ち
に
吉
林
に
向
け
出
護
し
た
と
は

想
像
し
に
く
い
。
む
し
ろ
し
ば
ら
く
寧
古
塔
に
滞
在
し
て
十
分
に
準
備
を
整
え
て
か
ら
、
士
ロ
林
に
移
動
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
従

っ
て
十
五
年
末
か
ら
十
六
年
初
め
に
か
け
て
吉
林
に
移
っ
た
と
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
に
は
三
姓
方
面
か
ら
移
動
し
て
き
た
新

満
洲
佐
領
に
、
も
と
か
ら
寧
古
塔
に
い
た
新
繭
洲
佐
領
が
加
わ
っ
て
、

一
斉
に
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
表
3
1
5
の
例
で
言
え
ば
、
寧
古
塔
駐

防
佐
領
の
四
つ
を
除
く
全
佐
領
が
そ
う
で
あ
る
。

『
陳
皐
土
文
集
』
薩
布
素
俸
に
よ
る
と
、
十
六
年
に
は
ま
た
諾
羅
、
西
捌
心
、

を
寧
古
塔
に
従
し
た
と
い
う
。
表
3
の

ωテ
オ
チ
ェ
ら
は
、
佐
領
編
成
後
に
揚
力
河
附
近
か
ら
寧
古
塔
に
移
住
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
一
部
と

つ
ま
り
撰
力
河
と
そ
の
支
流
七
星
河
流
域
の
新
満
洲
三
百
戸

考
え
ら
れ
る
。

吉
林
に
入
っ
た
新
満
洲
佐
領
の
幾
つ
か
は
、
落
ち
着
く
い
と
ま
も
な
く
さ
ら
に
盛
京
方
面
に
向
か
っ
た
。
大
健
康
照
十
七
年
末
か
ら
十
八
年

(

九

)

プ

タ

タ

オ

初
め
に
か
け
て
の
出
来
事
で
あ
る
。
表
3
の
ゆ
か
ら
M
W
ま
で
の
三
佐
領
と
表
5
の
五
佐
領
が
、
そ
れ
に
一
該
嘗
す
る
。
表
5
の
帥
布
克
鞘
は
ワ
ダ

ン
村
の
出
身
で
あ
っ
て
、
ジ
ャ
ヌ
カ
と
並
ぶ
新
潟
洲
内
の
有
力
者
で
あ
っ
た
が
、
十
七
年
十
一
月
に
は
奉
天
副
都
統
の
地
位
に
就
い
た
。
彼
の

(

万

)

一
族
は
義
州
に
土
着
し
て
い
る
。
表
3
の
仰
ソ
ル
ド
ン
、

M
W
ヤ
チ
ュ
ハ
、
凶
ト
ロ
ン
、
コ
の
三
佐
領
は
、
そ
れ
ぞ
れ
松
花
江
下
流
域
の
レ
フ
村
、

(
苅
)

ウ
ェ
ケ
ン
(
ウ
ェ

ン
ケ
ン
〉
川
、
ア
オ
リ
ミ
・
ス
ス
村
か
ら
、
途
中
お
そ
ら
く
寧
古
塔
、
吉
林
を
鰹
て
盛
京
に
到
着
し
た
。
彼
ら
は
盛
京
域
外
に

(

作

)

土
塀
を
め
ぐ
ら
し
た
草
ぶ
き
の
家
屋
を
支
給
さ
れ
、
そ
こ
に
定
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
表
5
の

ω都
銀
、

ω烏
凌
額
、

ω郷

那
ら
も
か
つ
て
は
木
倫
(
穆
稜
河
)
地
方
、
三
姓
東
の
脅
勤
赫
村
と
白
石
村
に
そ
れ
ぞ
れ
居
住
し
て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
錦
州
に
ま
で
移
動

(
市
)

こ
ル
ヘ

〈
乃
)

し
た
。
西
爾
虎
村
出
身
の
例
位
西
達
ら
は
、
義
州
に
定
着
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
新
満
洲
佐
領
の
盛
京
移
駐
を
指
揮
し
た
の
は
、
寧
古
塔
副
都
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統
か
ら
盛
京
賂
軍
に
昇
進
し
た
ア
ン
ジ
占
フ
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
吉
林
か
ら
盛
京
に
移
駐
す
る
際
に
、
新
満
洲
の
中
に
は
そ
れ
に
抵
抗
す
る
も
の
も
現
れ
た
。
ジ
ャ
ヌ
カ
も
始
め
は
反
射
し
て
い
た

(

加

)

が
、
最
後
に
は
命
令
に
屈
服
す
る
。
こ
れ
に
射
し
て
バ
ニ
オ
カ
ン
ら
は
あ
く
ま
で
拒
否
し
て
吉
林
に
留
ま
っ
た
。
こ
の
と
き
に
表
3
の
帥
バ
ニ



オ
カ
ン
佐
領
の
騒
騎
校
ヤ
チ
ム
ハ
は
一
族
と
と
も
に
率
先
し
て
盛
京
に
移
住
し
た
の
で
、
清
は
ヤ
チ
み
ハ
を
宇
箇
佐
領
に
昇
準
さ
せ
、
バ
ニ
オ

(
飢
〉

カ
ン
を
牢
箇
佐
領
に
降
格
さ
せ
た
。
康
照
二
十
三
年
に
は
ふ
た
つ
の
牢
箇
佐
領
を
併
せ
て
、
ヤ
チ
ュ
ハ
を
そ
の
佐
領
に
任
じ
て
い
る
。

盛
京
ま
で
移
動
し
た
新
繭
洲
佐
領
の
う
ち
、
帥
ジ
ャ
ヌ
カ
と
キ
シ
ャ
オ
、
帥
エ
ル
ジ
与
の
三
佐
領
は
、
康
照
十
八
年
(
一
六
七
九
〉
に
さ
ら
に

(

回

)

(

回

)

北
京
に
ま
で
進
駐
し
て
い
る
。
二
十
一
年
に
は
肋
ア
ル
ン
ガ
ら
も
禁
放
八
旗
に
加
わ
っ
た
。
第
一
段
階
に
お
け
る
新
満
洲
佐
領
の
移
動
は
、
北

京
に
至
っ
て
終
息
し
た
。

新
満
洲
佐
領
の
編
成
と
移
駐
に
功
績
を
立
て
た
将
軍
パ
ハ
イ
は
、
康
照
二
十
二
年
六
月
に
失
脚
し
て
し
ま
う
が
、
二
十
年
代
末
に
は
寧
古
塔

と
吉
林
に
進
駐
し
た
新
満
洲
佐
領
に
、
再
度
新
し
い
展
開
が
あ
っ
た
。
移
動
の
第
二
段
階
の
始
ま
り
で
あ
る
。
清
は
二
十
二
年
に
寧
古
塔
副
都

統
(
同
年
黒
龍
江
将
軍
に
昇
格
)
サ
ブ
ス
ら
に
命
じ
て
黒
龍
江
(
愛
車
〉
に
進
駐
さ
せ
、

〈

剖

〉

か
っ
た
。
そ
し
て
ア
ル
パ
ジ
ン
の
激
戦
を
経
て
二
十
八
年
に
は
ロ
シ
ア
と
の
聞
に
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
倹
約
を
一
締
結
し
、
ア
ム
ー
ル
川
流
域
を
確
保

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
翌
二
十
九
年
に
は
早
速
、
寧
古
塔
と
吉
林
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
四
佐
領
二
百
名
、
二
十
一
佐
領
八
百
名
の
合
計
二
十
五
佐

ロ
シ
ア
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
上
流
域
を
奪
還
す
る
こ
と
を
は

領

一
千
名
を
黒
龍
江
に
移
駐
さ
せ
る
。
将
軍
サ
ブ
ス
は
二
十
九
年
に
墨
爾
根
、
三
十
八
年
に
は
斉
斉
暗
爾
に
と
轄
々
と
駐
在
地
を
襲
え
た
が
、

(

田

山

)

そ
れ
に
と
も
な
い
黒
龍
江
に
入
っ
た
兵
丁
の
字
数
八
佐
領
五
百
名
も
い
っ
し
ょ
に
移
駐
さ
せ
た
。
サ
プ
ス
と
と
も
に
黒
龍
江
地
方
に
移
っ
た
八
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旗
兵
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
新
満
洲
と
ク
ヤ
ラ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
表
3
の
帥
チ
マ
オ
ら
は
ダ
パ
コ
・
ス
ス
村
に
い
た
ト
ホ
ロ
姓
で
あ
っ
た

が
、
康
照
十
三
年
に
新
満
洲
佐
領
に
編
成
さ
れ
、
そ
し
て
二
十
九
年
に
は
寧
古
塔
か
ら
黒
龍
江
へ
移
住
す
る
。
黒
龍
江
将
軍
サ
ブ
ス
が
墨
爾
根

(
叫
山
〉

に
移
駐
し
た
と
き
に
は
、
チ
マ
オ
の
佐
領
か
ら
も
半
数
の
兵
丁
を
出
し
て
サ
ブ
ス
に
同
行
さ
せ
た
。
そ
れ
か
ら
『
竣
理
豚
志
』
(
民
園
九
年
序
)

巻
八
武
事
志
に
よ
れ
ば
、
黒
龍
江
に
駐
防
し
た
世
管
佐
領
九
は
、
い
ず
れ
も
が
莫
爾
哲
勤
、
托
閤
羅
(
繭
〉
、
果
(
武
)
礼
控
等
フ
ル
ハ
系
の
姓

を
稽
し
て
お
り
、
新
商
洲
佐
領
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
『
黒
龍
江
志
稿
』
巻
四
十
三
職
官
志
は
、
揖
門
斉
仏
市
爾
の
世
管
佐
領
五
は
新

満
洲
佐
領
で
あ
る
と
い
い
、
彼
ら
は
十
三
年
に
佐
領
に
編
成
さ
れ
た
あ
と
、
二
十
九
年
に
寧
古
塔
か
ら
移
駐
し
た
と
記
す
。
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愛
輝
と
諸
問
斉
恰
繭
周
遊
の
村
落
に
は
、
今
日
で
も
新
満
洲
佐
領
と
ク
ヤ
ラ
佐
領
の
子
孫
が
生
活
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

『
環
薄
鯨
志
』
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巻
九
人
物
志
に
お
い
て
は
、
愛
輝
附
近
の
百
十
五
屯
(
鎮
)
に
居
住
す
る
住
民
の
姓
と
戸
数
の
統
計
が
掲
載
さ
れ
る
が
、

グ

ジ

ν

へ

牟

新
満
洲
系
の
托
閥
羅
、
果
札
並
、
何
葉
、
莫
爾
哲
勤
、
巴
雅
位
の
各
姓
と
と
も
に
、
ク
ヤ
ラ
に
属
す
菖
哲
勤
、
恒
奇
勤
等
の
姓
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
の

一
村
、
大
五
家
子
村
に
住
む
満
洲
族
は
、
古
老
の
話
に
よ
れ
ば
、

寧
古
塔
か
ら
移
住
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
以
前
に
は
寧
安

(

肝

)

地
方
の
満
洲
族
と
な
お
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
。
大
五
家
子
村
の
呉
(
ウ
ジ
ャ
ラ
)
姓
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
康
照
二
十
九
年
に
寧
古
塔
か
ら
移
住

世間
洲
族
の
中
に
は

し
た
新
満
洲
の
子
孫
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
てア

ム
ー
ル
川
中
流
水
系
の
住
民
の
多
く
は
遊
民
組
織
を
離
れ
て
旗
籍
に
入
り
、
東
北
の
各
地
に
移
動
し

て
い
っ
た
。
中
流
域
の
住
民
の
中
に
は
な
お
も
遊
民
組
織
に
留
ま
っ

た
も
の
が
い
た
が
、
彼
ら
も
新
商
洲
佐
領
と
ク
ヤ
ラ
佐
領
が
移
住
し
た
あ

康
照
九
年
と
十
三
年
を
境
に
し
て
、

と
を
追
っ
て
、
上
流
を
め
ざ
し
た
。
特
に
康
照
二
十
年
代
に
入
る
と
、
中
流
域
沿
岸
の
遁
民
は
上
流
の
松
花
江
下
流
方
面
に
移
動
を
始
め
る
。

(

回

)

四
姓
の
う
ち
ゲ
イ
ケ
レ
姓
の
コ
リ
ハ
ら
は
、
康
照
二
十
六
年
三
六
八
七
〉

に
デ
シ
ン
村
を
捨
て
て
三
姓
近
傍
の
フ
ア
ル
ト
ゥ
ン
村
に
移
っ
た
。
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フ
シ
ハ
リ
、

ヌ
イ
ェ
レ
、

シ
品
ル
ム
の
残
る
三
姓
も
、
こ
の
前
後
に
三
姓
附
近
に
移
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
四
姓
は
、
康
照
五
十

三
年
に
八
旗
に
編
入
さ
れ
、
三
姓
駐
防
佐
領
を
形
成
す
る
。
他
方
九
年
に
グ
ヤ
ラ
佐
領
が
編
成
さ
れ
た
あ
と
も
、

て
謹
民
組
織
に
あ
っ
た
が
、
五
十
三
年
に
彼
ら
は
輝
春
に
お
い
て
駐
防
佐
領
に
編
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
薙
正
十
年
(
一
七
三
二
)
に
は
烏
蘇
里
江

一
部
の
ク
ヤ
ラ
は
依
然
と
し

地
方
に
居
住
し
た
七
姓
が
、
三
姓
佐
領
に
組
織
さ
れ
る
。
彼
ら
が
こ
う
し
て
こ
と
ご
と
く
八
旗
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ア
ム

ノレ

JlI 
中

流
水
系
に
形
成
さ
れ
た
遊
民
組
織
は
、
事
宜
上
消
滅
し
た
。
彼
ら
は
元
来
猫
自
な
文
化
や
方
言
を
保
有
し
て
い
た
が
、
こ
れ
以
後
い
わ
ゆ
る
嘗

こ
れ
に
射
し
て
使
犬
部
の
十
姓
は
、

年
(
一
七
五
O
〉
定
額
の
溢
民
組
織
中
に
こ
れ
ら
の
十
姓
が
存
在
す
る
。

満
洲
の
祉
曾
と
の
接
鯛
、
交
流
が
始
ま
り
、
そ
れ
を
通
し
て
満
洲
族
の
文
化
や
方
言
に
異
質
な
特
徴
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

移
動
す
る
こ
と
な
く
故
郷
に
留
ま
り
績
け
た
。
『
三
姓
副
都
統
街
門
様
案
』
を
見
る
と
、
乾
隆
十
五

出

5
7
R白
(
〈

E
Z
F
r
R
H〉
副
使
恰
閑
)
、
目

E
白

E
H
F
(畢
見
逮
脅
里
)
、



国

2
F
R
F
ハ
黒
士
口
格
動
)
、

cvv(奥
甲
痢
)
、

rrcEハ
加
克
素
鹿
)
、

(

回

〉

叶

Z
B丘
町
(
徐
墨
並
勧
)
、
の
〆
E
F
(英
郎
刷
)
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

流
沿
岸
の
村
落
に
住
ん
で
い
た
。

国

O
B
F司
自
ハ
何
面
)
、

。。日
m
a
O
同
(
縛
各
祭
〉
、

』

o
F
2
0
(越
見
果
祭
〉
、

十
姓
は
大
盟
、
烏
蘇
里
江
口
か
ら
キ
ジ
湖
ま
で
の
ア
ム
ー
ル
川
下

た
と
え
ば
ピ
ル
ダ
キ
リ
姓
の
場
合
、
最
も
上
流
に
あ
る
村
落
は
ア
ニ
ュ
イ
川
口
附
近
の
ド
リ
ン
村
で
、
最
も

ア
ニ
ュ
イ
川
口
よ
り
上
流
の
ア
ム
ー
ル
川
下

下
流
の
村
は
キ
ジ
湖
西
岸
に
あ
る
ボ
イ
ダ
村
で
あ
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
フ
ス
ハ
ラ
姓
の
村
落
は
、

流
沿
岸
に
集
中
す
る
。
こ
れ
ら
十
姓
の
居
住
地
域
は
、
十
八
世
紀
牢
ば
か
ら
二
十
世
紀
ま
で
基
本
的
に
は
ほ
と
ん
ど
饗
化
が
な
か
っ
た
。
現
在

ハ卯〉

で
は
彼
ら
は
み
な
、
ナ
ナ
イ
(
赫
哲
)
族
を
構
成
し
て
い
る
。
要
す
る
に
十
七
世
紀
後
半
以
降
、
ア
ム
ー
ル
川
中
流
水
系
の
謹
民
組
織
が
解
睦

し
て
い
く
中
で
、
遺
民
と
し
て
残
る
は
使
犬
部
十
姓
な
ど
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
の
少
数
民
族
だ
け
と
な
っ
た
。
そ
し
て
乾
隆
十
五
年
に
清
が
定

額
化
に
よ
り
港
民
の
現
肢
を
固
定
化
し
た
あ
と
は
、
彼
ら
は
そ
の
内
部
に
お
い
て
濁
自
の
民
族
を
形
成
す
る
道
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。
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註
(

1

)

拙
稿
「
天
命
年
開
の
世
職
制
度
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
四

十
二
各
第
四
鋭
、
一
九
八
四
年
〉
第

一
章
、
「
ヌ

ルハ

チ

(
清

・
太
租
)

の
徒
民
政
策
」
(『東
洋
皐
報
』
第
六
十
七
港
第
三
・
四
鋭
、
一
九
八
六

年
〉
、
「
清
朝
透
民
制
度
の
成
立
L

(

『
史
林
』
第
七
十
各
第
四
鋭
、
一
九

八
七
年
〉
参
照
。

〈2
〉
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
楠
木
賢
道
氏
が
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
同
「
『
撞
伊
代
譜
牒
檎
案
内
閣
』
に
つ
い
て
」
(
『
清
史
研
究
』
第
三

説
、
一
九
八
七
年
)
参
照
。

(

3

)

た
と
え
ば
李
輿
盛
『
迭
塞
詩
人
呉
兆
官
官
(
恰
爾
演
、
一
九
八
六

年
)
、
張
玉
輿
『
清
代
東
北
流
入
詩
選
注
』
〈
洛
陽
、
一
九
八
八
年
)

等。

(
4
〉
逸
民
と
は
戸
籍
上
の
概
念
で
あ
っ
て
、
民
籍
に
も
旗
籍
に
も
入
ら
な

か
っ
た
透
墳
の
少
数
民
族
を
清
朝
は
迭
民
と
線
開
栴
し
た
。
従
っ
て
ア
ム

ー
ル
川
流
域
以
外
に
も
透
民
は
存
在
し
た
の
だ
が
、
本
稿
で
は
も
っ
ぱ

ら
ア
ム
ー
ル
川
流
域
の
住
民
を
指
す
。
拙
稿
「
清
朝
遊
民
制
度
の
成

立
」
は
じ
め
に
註
①
参
照
。

(
5
〉
開
・
0
・
m同
〈
何
回
白
神

0
5・叫
4
b
a
w

均
三
え
ぬ
ま
。
苫
同
炉
内
民
連
R
J
F
o
口品。
P

5
B・
E
-
S
I
N
H
-
吉
田
金
一
『
ロ
シ
ア
の
東
方
進
出
と
ネ
ル
チ
ン

ス
ク
僚
約
』
(
東
京
、
一
九
八
四
年
)
六

O
、
六
七
頁
参
照
。

(
6
)

『
清
貫
録
』
順
治
九
年
七
月
了
亥
、
同
順
治
十
年
五
月
甲
成
の
候
。

(

7

)

清
軍
と
ロ
シ
ア
人
と
の
閲
の
戦
闘
に
つ
い
て
は
、
列
島

2
2
S
F

。、
-
R
R
3
3・
8
l
g
-
稲
葉
岩
吉
「
朝
鮮
孝
宗
朝
に
於
け
る
商
次
の

満
洲
出
兵
に
就
い
て
」
上
、
下
(
『
青
丘
象
叢
』
第
十
五
、
十
六
鋭
、

一
九
三
四
年
)
、
吉
田
氏
前
田
調
書
七
O
|七
八
頁
な
ど
を
参
照
。
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(

8

)

』UL
て町内
R
D
'
R
R
ミ
b
h
H

町、町民向。送、たとど旬、
h
h
h

同
匂

M
門
戸
、

Lq
白句、町内・

4
。冨

ゲ

玄
o
n
岡田白・

5
3・
2
-
y
N
5・
吉
田
氏
前
掲
醤
七
四
頁
参
照
。

(
9
)

『
行
中
記
事
(
北
征
録
)
』
は
、
朴
泰
根
『
園
誇
北
征
日
記
』
(
ソ

ウ
ル
、
一

九
八
O
年
)
に
政
録
さ
れ
る
。
寺
町内
威
太
郎
氏
の
書
評
を
参

照
さ
れ
た
い
(
『
東
洋
製
報
』
第
六
十
四
巻
第
三

・
四
抗
、
一
九
八
三

年)。

(ω)
『
大
清
舎
典
』
(
康
照
〉
巻
七
十
四
給
賜
、
『
清
代
中
俄
関
係
楢
案
史

料
選
編
』
第
一
編
(
北
京
、
一
九
八
一
年
)
第
一
統
楢
案
「
郎
丘
等
題

使
狗
地
方
進
貢
紹
皮
本
」
(
順
治
十
年
三
月
六
日
)
。

(
日
)
『
八
旗
通
志
初
集
』
巻
百
六
十
七
沙
爾
虎
遥
停
、
『
清
貧
録
』
順
治

十
六
年
正
月
甲
辰
の
係
。

(
ロ
)
匂
・
〉
・

0
0
5
2・
N
N
a
h
h
芯
誌
阿
H
』守おお位。泊。芯
H
F
A
司、おご」南町・』向日仏』

-
尽
き
・

2
0
Z
E
E
-
S
F
唱・

8
・

(
日
)
李
氏
前
掲
番
附
録
奥
兆
骨
附
年
譜
参
照
。

(
M
)

『清
貫
録
』
順
治
十
六
年
三
月
辛
丑
、
同
順
治
十
七
年
七
月
了
丑
の

僚
、
そ
れ
か
ら
『
卒
定
緩
利
方
略
』
各
一
。

(
お
)
『
秋
筋
集
』
巻
二
迭
阿
佐
領
奉
使
窯
斤
註

老
先
日
股
侵
掠
黒
斤
、
非
牙
恰
諸
種
、
寧
古
歳
出
大
師
救
之
。
康
照
三

年
五
月
、
大
将
軍
巴
公
乗
大
雲
製
破
之
於
烏
龍
江
、
自
是
透
患
杓
息
。

『隙
皐
土
文
集
』

径
十
薩
布
索
開
問
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
国
+一'
刷
蘇

密
の
位
置
に
つ
い
て
、
高
文
風
氏
は
ア
ム
グ
ン
川
口
附
近
と
推
定
す
る

が
、
不
詳
。
同
「
中
俄
黒
酬
明
蘇
密
之
戦
」
(
『黒
組
江
大
泉
鼠
略
報
』
一
九

七
九
年
第
一
期
)
。

(
日
山
)
呉
兆
簿
『
蹄
来
草
堂
尺
脱
』
。
ま
た
、
『
盛
一
古
塔
紀
略
』
。

(
げ
)
拙
稿
「
清
朝
漫
民
制
度
の
成
立
」
一
一

O
、
二
一
頁
参
照
。

(
日
)
拙
稿
「
清
朝
逸
民
制
度
の
成
立
」
第
一

章
参
照
。

(
川
口
)
寺
内
威
太
郎
「
慶
源
開
市
と
原
春
」
(
『
東
方
皐
』
第
七
十
偶
、

八
五
年
)
二
、
三
参
照
。

(
初
)
『
様
川
豚
志
』

品位
五
殖
民
志
赫
哲

一
該
屯
(
殻
其
)
族
葛
順
群
、
・
・
媛
稿
、
初
由
烏
蘇
里
江
口
紅
土

挨
、
一
名
徳
心
遷
此
者
、
十
三
世
失
。

シ
ュ
レ
ン
ク
の
地
闘
を
見
る
と
、
ア
ニ
ユ
イ
川
口
附
近
に
ロ
色
白
。
と

い
う
地
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
デ
シ
ン
村
と
す
る
と
少
し
下
流
に
偏
り

す
ぎ
て
い
る
。

F
-
〈
O
ロ
ω
n
r
zロ
nr・
N

N

2

足
浴
去
、
丘
、
。
三
円
、
V
N
A

ぷ叩
13

N
S
bヨ
ミ
--N

お
き
な
吉
丸

SPPMV
、S
』白
M
ARt-

忽
-(ω
グ
句
。
件
。
円
臼

rEm-

H

∞印∞∞
H
)
・

(
幻
)

『清
代
中
俄
関
係
機
案
史
料
課
編
』
第

一一一綱
、
第
一
統
楢
案
。
コ
リ

ハ
に
つ
い
て
は
、
増
井
克
也
「
新
潟
洲
ニ
ル
編
成
前
後
の
東
海
フ
ル
ガ

部
」
(
『
立
命
館
文
皐
』
第
四
九
六
J
四
九
八
抗
、
一
九
八
六
年
〉
一
五

O
頁
参
照
。

(
詑
〉
『
清
代
譜
牒
檎
案
』
第
三
十
九
巻
、
世
襲
三
九
三
加
(
楢
案
序
披
)

二
(
項
目
編
貌
)
、
三
姓
正
紅
旗
新
潟
洲
佐
領
ゴ
ム
ピ
承
襲
世
管
佐
領

執
照
(
候
稽
)
(
以
下
同
じ
)
。

ギ

ネ

リ

ν

ヒ

ル

リ

リ'

(
幻
)
ヌ
イ
ェ
レ
姓
と
シ
ュ
ム
ル
姓
は
奇
一荊
林
、
フ
シ
ハ
リ
姓
は
錫
蔽
林
に

居
住
し
た
と
い
う
。
『
吉
林
通
志
』
各
六
十
五
職
官
志
。

(
担
)
『
清
代
中
俄
関
係
楢
案
史
料
選
編
』
第
一
編
、
第
一
抗
楢
案
。

(
お
)
一
例
を
あ
.
け
れ
ば
、
『
寧
古
塔
紀
略
』
に
は

黒
斤
人
、
留
髪
続
審
、
耳
垂
大
環
四
五
封
、
鼻
穿
小
銀
環
、
・

と
あ
る
。

(
お
〉
本
稿
九
四
、
九
五
頁
参
照
。

九
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〈
幻
)
『
八
旗
満
洲
氏
族
逼
譜
』
巻
二
十
一
那
木
都
魯
氏
序
。

(
お
〉
切
・

0
・
N
H
O

』コ
cr
、。。。
g
h
H
h
h
b
-
h
同誌旬、室内
u
b

円。町、誌記

E
H、。。
s
h
h
h
h
明記、
h

h

h

N
て
i
q
q内
定
・
冨
o
n
R
回白・

5
2・
2
℃・

印

E-J「曲
α』同国民曲
一
M
O
O
-
2
2向、宮司円
同
国
罫
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

(
m
m
〉
『
清
代
譜
牒
槍
案
』
第
一
一
一
十
九
巻
、
世
襲
三
九
八
崩
七
、
吉
林
銀

藍
旗
新
満
洲
ニ
カ
ン
承
襲
世
管
佐
領
執
照
。
オ
l

・
ホ
ン
ク
村
の
位
置

は
、
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

(ω
〉
『
士
ロ
林
依
蘭
豚
志
』
(
民
園
九
年
)
職
官
門
旗
員
額
。

(
M
U
)

註
(
日
)
を
参
照
。

(
詑
〉
張
玉
書
『
外
園
記
』
俄
羅
斯
部
落

康
照
八
年
秋
、
復
来
冠
。
廷
議
乗
江
凍
時
、
彼
不
能
返
、
可
製
撃

之
。
朝
廷
以
路
遠
努
民
而
止
、

-

(
お
〉
『
清
代
中
俄
関
係
楢
案
史
料
選
編
』
第
一
編
、
第
二
十
一
一
抗
楢
案

「
莫
洛
洪
甜
一寸
題
請
強
固
寧
古
塔
等
慮
遊
園
本
」
(
康
照
八
年
七
月
二
十

三
日
〉再

寧
古
塔
以
外
、
黒
銀
以
内
、
皆
朝
廷
供
会
貝
)
紹
百
姓
所
居
之
地
、

而
羅
叉
常
震
侵
犯
、
其
寧
古
塔
亦
態
酌
量
添
兵
、
:
・

(
鎚
)
『
清
代
譜
牒
指
案
』
第
三
十
八
巻
、
世
襲
三
九
二
郎
二
ハ
、
吉
林
銀

白
旗
タ
ヤ
ラ
佐
領
ア
ス
ハ
承
襲
輪
管
佐
領
執
照
。

(
お
)
『
清
貫
録
』
康
県
七
年
七
月
庚
申
。
同
康
照
四
年
十
月
甲
戊
の
僚
。

(
お
)
『
清
代
譜
牒
捲
案
』
第
三
十
八
巻
、
世
襲
三
八
七
朋
一
九
、
士
ロ
林
正

責
旗
ク
ヤ
ラ
佐
領
セ
ン
ボ
1
承
襲
世
管
佐
領
執
照
。
清
朝
の
地
園
を
見

る
と
、
理
春
の
東
に
ボ
ホ
リ
川
が
あ
る
。
ポ
ホ
リ
村
は
そ
の
流
域
に
あ

っ
た
村
と
み
ら
れ
る
。

(
幻
〉
『
清
代
譜
牒
楢
案
』
第
三
十
九
巻
、
世
襲
三
九
八
加
七
、
吉
林
鐙
藍

旗
ク
ヤ
ラ
佐
領
ジ
ュ
シ
ム
ポ
l
承
製
世
管
佐
領
執
照
。

(
お
〉
註
(
鈍
〉
を
参
照
。

(
お
〉
『
清
代
譜
牒
倦
案
』
第
三
十
九
答
、
世
襲
三
九
三
筋
二
、
吉
林
正
紅

旗
ク
ヤ
ラ
佐
領
エ
ル
デ
-
一
承
銭
世
管
佐
領
執
照
。

(
必
)
『
李
朝
貧
録
』
(
穎
宗
改
修
)
穎
宗
六
年
五
月
丙
午
の
篠

威
鏡
監
可
関
鼎
重
朕
啓
、
本
道
曾
寧
以
北
五
鎮
、
近
以
越
逢
胡
人
、

往
来
頻
数
、
人
心
淘
催
、
外
村
居
住
之
人
入
保
減
内
。
似
関
Z
H
J

知
介

種
類
本
在
雲
海
島
中
、
清
人
遷
三
百
戸
於
厚
春
、
叉
棟
其
材
力
者
移

子
寧
古
塔
。
因
諸
胡
陵
踏
、
憤
怨
逃
走
、
諸
胡
震
捕
此
輩
、
往
来
頻

数
云
。

(

4

)

註
(
引
品
)
を
参
照
。
『
吉
林
外
記
』
巻
一
一
一
建
置
沿
革
は
、
吉
林
に
移
駐

し
た
ク
ヤ
ラ
佐
領
を
十
二
と
す
る
。

(
必
)
『
皇
朝
文
献
通
考
』
巻
百
八
十
二
兵
考
。

(
円
切
)
『
吉
林
他
塔
側
氏
家
譜
』
移
駐
篇
第
六
放
居
記
(
金
轡
孫
『
満
族
的

歴
史
輿
生
活
』
恰
爾
潰
、
一
九
八
一
年
、
所
枚
三

(
μ

叫
)
註
(
川
持
〉
を
参
照
。

(
必
)
『
清
貧
録
』
康
隈
十
年
十
月
辛
巳
、
及
び
壬
辰
の
係
。

(
必
)
李
書
、
劉
景
憲
「
三
家
子
陶
氏
家
族
史
料
」
(
『
満
語
研
究
』
一
九
八

六
年
第
二
期
)
参
照
。

(
幻
〉
『
清
代
譜
牒
楢
案
』
第
三
十
八
巻
、
世
襲
三
九
二
加
二
ハ
、
盛
京
銀

白
旗
新
潟
洲
佐
領
ウ
リ
ム
ポ
l
承
襲
世
管
佐
領
執
照
。
新
満
洲
佐
領
の

教
を
四
十
六
と
す
る
世
管
佐
領
執
照
も
あ
る
。
同
じ
く
寧
古
塔
鍛
白
旗

新
満
洲
佐
領
ジ
ャ
ル
サ
イ
承
製
世
管
佐
領
執
照
。

(
必
)
こ
の
『
盛
京
正
賞
旗
新
潟
洲
佐
領
ア
シ
ト
ゥ
承
制
捜
世
管
佐
領
執
照
』

に
つ
い
て
は
、
神
田
信
夫
「
東
洋
文
庫
所
蔵
満
洲
文
文
書
の
二
三
に
つ
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い
て
」
(
『
東
洋
文
庫
書
報
』
第
十
鋭
、
一
九
七
八
年
)
参
照
。

(
約
〉
『
清
代
中
俄
関
係
楢
案
史
料
選
編
』
第
一
編
、
第
四
挽
捲
案
「
郎
丘

等
題
補
放
枯
見
凱
貢
紹
各
屯
頭
目
本
」
(
順
治
十
年
三
月
六
日
〉
。

(
印
〉
『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』
巻
五
十
二
塁
爾
哲
納
氏
希
繭
闘
停
。
同
巻

四
十
九
托
活
洛
氏
奇
穆
納
停
、
『
八
旗
遁
志
初
集
』
巻
二
百
二
杜
紐
停
、

『
八
旗
減
洲
氏
族
通
譜
』
径
五
十
三
赫
宜
氏
烏
齢
額
博
。

(
日
)

『
康
照
起
居
注
』
康
照
十
三
年
十
一

月
己
丑
の
係
。

(
臼
)
『
清
代
譜
牒
楢
案
』
第
三
十
九
巻
、
世
製
三
九
三
燭
二
、
吉
林
正
紅

旗
新
満
洲
佐
領
ハ
ン
ド
ゥ
一
政
製
世
管
佐
領
執
照
。

(
臼
〉
『
清
代
譜
牒
楢
案
』
第
三
十
八
袋
、
世
襲
三
八
七
加
一
九
、
吉
林
正

出
員
旗
新
満
洲
佐
領
セ
ル
ト
ゥ
承
製
世
管
佐
領
執
照
。
同
第
三
十
九
巻
、

世
銀
三
九
三
加
二
、
密

7

古
塔
正
紅
旗
新
満
洲
佐
領
エ
キ
テ
承
襲
世
管
佐

領
執
照
。

(
臼
〉
註
(
臼
)
を
参
照
。

(
回
)
一
例
を
あ
げ
る
と
、
『
清
代
譜
牒
楢
案
』
第
三
十
九
袋
、
世
製
三
八

九
加
て
士
口
林
正
白
旗
新
満
洲
佐
領
ド
ゥ
ワ
デ
ィ
承
製
世
管
佐
領
執

照。

(
珂
〉
こ
う
し
た
事
貧
に
関
し
て
は
、
増
井
氏
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。

同
氏
前
掲
論
文
一
四

O
頁
参
照
。

(
閉
山
)
註
(
臼
)
、
ェ
キ
テ
の
世
管
佐
領
執
照
を
参
照
。
ア
ミ
ダ
村
は
ま
だ
特

定
で
き
な
い
。

(
問
)
『
清
代
譜
牒
檎
案
』
第
三
十
九
袋
、
世
襲
三
九
八
筋
七
、
寧
古
塔
銀

藍
旗
新
満
洲
佐
領
ル
ン
ポ
l
承
製
世
管
佐
領
執
照
。

〈
印
)
註
(
U
〉
、
ジ
ャ
ル
サ
イ
の
世
管
佐
領
執
照
を
参
照
。

(
印
〉
『
清
代
譜
牒
僧
案
』
第
四
十
品
旬
、
世
職
一
一
一
一
四
|
二
、
北
京
銀
賞
旗

新
潟
洲
佐
領
オ
ト
ン
ゴ
承
製
世
管
佐
領
執
照
。

(
臼
)
註
(
m
m
)

を
参
照
。

(
臼
)
註
(
臼
)
を
参
照
。

〈
臼
)
『
清
代
譜
牒
檎
案
』
第
三
十
九
巻
、
世
製
三
九
三
加
二
、
吉
林
正
紅

旗
ク
ヤ
ラ
佐
領
ト
ゥ
ン
ベ
イ
承
製
世
管
佐
領
執
照
。
同
第
三
十
八
響
、

世
銀
三
九
二
朋
二
ハ
、
士
口
林
銀
白
旗
新
潟
洲
佐
領
フ
ア
ダ
承
襲
世
管
佐

領
執
照
。
同
第
三
十
九
巻
、
世
製
三
九
六
朗
五
、
吉
林
正
藍
旗
新
満
洲

佐
領
フ

ア
ポ
l
承
製
世
管
佐
領
執
照
。
ま
た
ナ
オ
ナ
に
つ
い
て
は
註

(
臼
)
、
セ
ル
ト
ゥ
の
世
管
佐
領
執
照
を
参
照
。

(
臼
)
註
(
日
)
を
参
照
。

(
白
山
)
寧
古
塔
械
は
康
照
五
年
に
、
そ
れ
ま
で
の
奮
減
(
現
海
林
豚
奮
街
)

か
ら
風
見
羅
村
の
地
(
現
寧
安
豚
)
に
新
城
を
築
い
て
遜
っ
た
の
で
、
こ

の
逸
話
は
そ
れ
以
前
の
出
来
事
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
烏
疎
た
ち
が

蹴
順
し
た
の
も
、
康
照
五
年
よ
り
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
腸
来
草

堂
尺
脇
町

(
同
)
『
清
代
諮
牒
楢
案
』
第
三
十
九
袋
、
世
製
三
九
六
加
五
、
写
士
口
塔
正

藍
旗
新
潟
洲
佐
領
ト
P

ン
ダ
リ
承
製
世
管
佐
領
執
照
。
ォ
、
、
、
ン
地
方
の

位
置
は
、
不
明
。

(
m
む
森
川
哲
雄
「
チ
ャ
ハ
ル
の
プ
ル
ニ
親
王
の
飢
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東
洋

閉
山
干
報
』
第
六
十
回
答
第
一
・
二
鋭
、
一
九
八
三
年
)
参
照
。

(
伺
)
『
吉
林
通
志
』
各
八
十
七
安
珠
瑚
俸
所
引
安
賂
箪
行
獄

施
調
士
口
林
副
都
統
。
察
恰
爾
部
落
布
里
尼
叛
、
謀
窺
烏
並
。
時
兵
皆

南
征
、
烏
位
存
兵
、
老
弱
及
品
跡
了
僅
六
百
銭
入
、
公
亙
篤
訓
練
、
創

設
木
城
木
磁
、
鍛
震
防
守
。
賊
至
錫
爾
坦
嶺
、
開
有
備
遁
去
。

『
秋
筋
集
』
政
一
(
奥
振
臣
撰
〉
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後
遇
揺
恰
刷
之
鋭
、
都
統
唐
公
、
限
一
一
一
日
内
、
合
成
瀬
漢
倶
遷
至
必

見
汀
、
避
難
。

(
河
)
周
藤
吉
之
『
清
代
満
洲
土
地
政
策
の
研
究
』
(
東
京
、
一
九
四
四
年
)

=
二
八
頁
参
照
。

〈
冗
〉
『
清
代
譜
牒
楢
案
』
第
四
十
巻
、
世
職
一
一
一
一
四
崩
二
、
北
京
銀
賞
旗

新
満
洲
佐
領
サ
イ
ン
ト
ゥ
承
襲
世
管
佐
領
執
照
。
ま
た
註
(
印
〉
参
照
。

(

η

)

キ
シ
ャ
オ
は
註
(
九
)
を
、
ま
た
デ
ド
ク
シ
ェ
ン
は
註
(

U

)

、
ジ
ャ
ル

サ
イ
の
世
管
佐
領
執
照
を
参
照
。

(
勾
〉
『
士
口
林
通
士
山
』
巻
八
十
七
安
珠
瑚
停
所
引
安
賂
軍
行
吠

初
東
海
有
望
爾
哲
氏
、
累
世
輪
貢
。
至
是
其
長
礼
努
幡
、
布
克
託
等

願
率
衆
内
遷
、
賂
軍
巴
海
奏
稽
、
緋
理
招
撫
事
宜
、
非
安
某
不
可
、

有
旨
、
復
調
答
古
塔
副
都
統
。
於
是
招
来
東
海
部
落
四
千
七
百
徐

丁
、
安
置
寧
古
塔
附
近
、
設
佐
領
四
十
、
礼
努
略
、
布
克
託
及
諸
族

属
任
之
、
分
轄
其
衆
、
競
新
潟
洲
。

〈
山
川
〉
た
と
え
ば
プ
ク
タ
オ
ら
は
一
足
先
に
十
七
年
に
到
着
し
て
い
る
が
、

ジ
ャ
ヌ
カ
ら
は
遅
れ
て
十
八
年
に
移
っ
て
き
た
。
『
宮
中
楢
康
照
朝
奏

摺
』
第
八
輯
ハ
肇
北
、
一
九
七
七
年
)
、
第
八
競
楢
案
「
論
安
珠
瑚
庭

置
遷
来
盛
京
人
戸
事
宜
」
(
康
照
十
八
年
正
月
九
日
〉
。

(
万
)
『
八
旗
満
洲
氏
族
、通
譜
』
巻
三
十
冗
札
嚇
氏
布
克
絡
停
、
『
清
貧
録
』

康
照
十
七
年
十
一
月
辛
亥
の
係
。

(
苅
〉
ソ
ル
ド
ン
は
註
(
泊
四
)
、
ヤ
チ
ユ
ハ
は
註
〈
U
〉
、
ウ
リ
ム
ポ
l
の
世
管

佐
領
執
照
を
参
照
。
ト
ロ
ン
ゴ
に
つ
い
て
は
『
清
代
譜
牒
楢
案
』
第
一
一
一

十
八
品
旬
、
世
襲
三
九
二
加
二
ハ
、
盛
京
銀
白
旗
新
満
洲
佐
領
ケ
チ
オ
承

製
世
管
佐
領
執
照
。
レ
フ
村
は
『
行
中
記
事
(
北
征
録
)
』
に
お
い
て
、

松
花
江
口
附
近
の
村
と
し
て
記
録
さ
れ
る
列
伐
で
あ
ろ
う
。
ア
オ
リ

ミ
・
ス
ス
村
は
、
松
花
江
下
流
の
オ
l
リ
ミ
村
で
あ
る
。

(η
〉
王
一
元
『
遼
左
見
開
銀
』

奉
天
八
開
閥
、
多
有
達
子
皆
、
義
気
満
洲
(
〈
H
n
o
ζ
E』

Z
〉
所
居

也
。
従
塞
外
投
誠
隠
旗
鍍
甲
、
建
官
房
安
播
之
、
毎
一
家
給
草
房
三

極
、
土
垣
綴
之
、
繋
録
櫛
比
、
如
村
落
云
。

(
沼
)
都
紐
、
烏
波
額
に
つ
い
て
は
『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』
各
三
十
八
巴

雅
桂
氏
胡
克
珍
停
、
向
巻
五
十
三
赫
宜
氏
烏
齢
額
、
そ
れ
か
ら
郷
那
に

関
し
て
は
註
(
泊
四
)
を
参
照
。
『
錦
勝
志
』
巻
十
六
人
物
志
は
こ
れ
ら
の

人
物
の
出
身
地
を
、
そ
れ
ぞ
れ
西
技
科
、
容
古
塔
、
長
白
山
と
す
る

が
、
後
二
者
に
つ
い
て
は
媛
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
乃
)
『
義
豚
士
山
』
中
巻
人
物
志
上
。

(
的
〉
註
(
九
)
を
参
照
。

(
飢
〉
註
(
打
む
、
ウ
リ
ム
ボ
l
の
世
管
佐
領
執
照
を
参
照
。

〈
回
)
註
(
印
)
と
(
九
)
を
参
照
。

(
邸
)
『
清
代
譜
牒
楢
案
』
第
四
十
八
巻
、
世
職
四

O
六
加
七
七
、
北
京
正

白
旗
新
満
洲
佐
領
ド
ク
ム
パ
イ
承
銀
世
管
佐
領
執
照
。

〈
制
〉
『
皇
朝
文
献
通
考
』
各
百
八
十
二
兵
考
。

(
田
山
〉
註
(
剖
〉
を
参
照
。

(
町
叩
)
『
清
代
譜
牒
槍
案
』
第
三
十
八
巻
、
世
襲
三
九
二
筋
二
ハ
、
黒
龍
江

銭
白
旗
新
満
洲
佐
領
カ
ン
ダ
イ
承
銀
世
管
佐
領
執
照
。
ダ
パ
コ
・
ス
ス

村
は
、
ォ
l
キ
ャ
村
の
西
に
位
置
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
『
棒
川
勝

志
』
巻
二
交
通
志
に
逮
巴
戸
と
み
え
る
。

(
出
町
)
『
満
族
社
舎
歴
史
調
査
』
(
渚
陽
、
一
九
八
五
年
〉
二
ご
一
、
三
頁

参
照
。

(
∞
∞
〉
『
清
代
譜
牒
楢
案
』
第
三
十
八
巻
、
世
襲
三
八
七
加
一
九
、
三
姓
正
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資
旗
新
満
洲
佐
領
ド
ク
ル

ヒ
ヨ
l
承
襲
世
管
佐
領
執
照
。

(
回
)
遼
寧
省
指
案
館
『
三
姓
楢
』
(
民
族
事
務
官
帯
題
史
料
)
第
七

O
挽
楢

案
(
乾
隆
五
十
六
年
十

一
月
五
日
〉
。
遼
寧
省
楢
案
館
外
『
三
一
姓
副
都

統
街
門
尚
文
楢
案
誇
編
』
(
溶
陽
、

一
九
八
四
年
)
第
七

O
鋭
機
案
は
、

そ
の
中
園
語
謬
で
あ
る
。

(
卯
〉
拙
稿
『
清
朝
遊
民
制
度
の
成
立
』
第
四
章
参
照
。
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system through Guiji 脆寄(commendation of
land to the Shenchin)･

This led to ａ stricter policing of the Baolan regulations
in the Yong-

zheng雍正period, but this　was not successful and
finally　even　the

regulation was withdrawn in the Qianlong乾隆period.
Behind the Govern-

ment's decision lay the realization that the system
of Baolan by the

Shenchin was deeply-rooted in society, and that it developed
and spread

in spite of attempts at strict enforcement of the regulation.

　　

Seen from the tａχcollection point of view, the government
of the

Qing dynasty was not able to eliminate local control by the
Shenchin:on

the contrary, effective government was only possible by coming to terms

with the realities of local society. In this respect, it affords an illustration

of the realities of governance by ａ“despotic dynasty”.

THE IMMIGRATIONS OF THE KUYALA AND NEW

MANCHU ZUOLING 佐領IN THE FIRST HALF OF

　　　　　　　

THE KANGXI 康煕REIGN

Matsuura Shigeru

　　

From the beginning of the seventeenth century Nurhaci, Taizu太祖

of the Qing dynasty, and his successors extended their domain to the

middle and lower reaches of the Amur River and organized most of the

minorities in those regions into ａ group called frontier people漫民.

　　

When the Russians entered the Amur region, about the middle of

that century, the Qing government conscripted the frontier people of the

middle Amur region to form the Eight Banners　garrison八旗in order

to reinforce the northern military strength. First,in the ninth year of

the Kangχi，the Qing government organized the Kuyala tribeliving along

the course of the Ussuri River and the southern part of the Maritime

Province into the fourteen Kuyala zuoling and stationed them at Ningguta

寧古塔. In the following year they were sent to Jirin 吉林. Second, in

the thirteenth year it organized the Hurha tribe, which lived mainly

along the lower reaches of the Sungari River,into forty New Manchu新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－２－



満洲zuoling, from which twelve zuoling were separated in the fifteenth

year.

　

Since the so-called Three Feudatories 三藩and Burni (Prince of

the Chakhar Mongols) revoltsoccured justat thattime, it became necessary

to reorganize the military units and transfer these new zuoling. In the

fifteenth year of the Kangχi, the Qing government stationed the New

Manchu zuoling in Ningguta and in the ｎｅχtyear transferred most of

them to Jirin. During the seventeenth and eighteenth year, three zuoling

from Jirin were transferred to the Mukden district.At the end of the

eighteenth year these zuoling were moved from Mukden to Peking･

Moreover, in the twenty-ninth year, the year following the conclusion

of the　Treaty　of　Nerchinsk　between　China　and　Russia, the　Qing

government sent at once the Eight Banners garrison, which included many

Kuyala and New Manchu zuoling to the Heilongjiang 黒龍江district｡

　　

Later, the frontier people remaining along the middle Amur region

were organized into the Ilan-Hala 三姓and Hunchun 璋春banner garrisons,

thereby causing the organization of frontier people in the middle Amur

region

　

to disappear, and only the frontier people in the lower Amur

region remained.

SOME PLACE-NAMES IN XIONGNU 匈奴

　　　　　　　　

Sato Hisashi

　　

People insist variously that the χiongnu race belongs to the Turkish

racial family or the Mongolian racial family or the Aryan racial family

etc. However, I believe that they belong to the Mongolian racialfamily.

　　

Recorded in the Shin史記and the Ｈａｎｓｈｕ　Ｓ.書aresome place-

names that　were used　in the Qing period and which also appear on

contemporary

　

maps.

　

Interpreted

　

in

　

Mongolian, these names　are　as

f0110ｗｓ:

1. Tian-yan-shan ^顔山=Ata?-a yin daba/a. Zhao-xin-cheng趙信城＝

　　

ｎｅａｒＡtａγａγｏｕlor Ulanbatur･

2. Gu-ju-shui姑豊水= Tui yin γｏｕl｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－


